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第１章  計画策定にあたって 

 

１. 計画策定の趣旨 
 

 

わが国では、令和７（2025）年にいわゆる団塊の世代（昭和 22 年から昭和 24

年生まれ）全員が 75 歳以上の後期高齢者となり、高齢者人口がピークを迎える令

和 22（2040）年に向け、85 歳以上人口が急増すると予想しています。  

こうした変化により、医療・介護双方のニーズを有する高齢者をはじめ、様々な

ニーズのある要介護高齢者は増加する一方、社会を支える現役世代は減少し、地域

の高齢者介護を支える担い手の確保が重要となることが見込まれます。 

要介護者を社会全体で支える仕組みとして創設された介護保険制度も 24 年が経

過し、制度時に比べ、65 歳以上被保険者数が約 1.7 倍、介護サービス利用者数が約

4.0 倍に増加しています。介護サービスの提供事業所や内容も着実に増え、介護が

必要な高齢者の生活の支えとして定着、発展してきています。  

介護保険制度の持続可能性を維持しながら、高齢者が可能な限り住み慣れた地域

でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことを可能としていくため、限り

ある社会資源を効率的かつ効果的に活用しながら、十分な介護サービスの確保のみ

にとどまらず、地域の実情に合わせた地域包括ケアシステム※の深化・推進及び業務

効率化の取組の強化が求められています。  

本市では、これまで地域包括ケアシステムを深化・推進させることを目指し、介

護保険制度の持続可能性を確保しながら、自立支援・重度化防止や日常生活支援へ

の取組を行ってきました。また、この地域包括ケアシステムを中核的な基盤として、

地域住民一人ひとりが社会保障の各制度・分野の枠や、「支える側」、「支えられる側」

という従来の関係を超えて、多様な方法で社会とつながり参画することで、生きが

いや役割を持ち、相互に助け合いながら暮らしていくことができる地域共生社会の

実現を目指しています。 

「亀岡市いきいき長寿プラン 亀岡市高齢者福祉計画・第９期亀岡市介護保険事

業計画」（以下「本計画」という。）は、前回の第８期計画での取組をさらに進め、

令和 22（2040）年を見据えた地域共生社会の実現に向け、高齢者数や介護サービ

スなどのニーズを中長期的に見据えつつ、今後３年間の高齢者の福祉や介護保険事

業についての指針となる計画として策定します。  

 

  

※地域包括ケアシステム 

医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が地域で包括的に確保

される体制のこと 
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２. 計画の位置付け 
 

 

(1) 法的位置付け 

高齢者福祉計画は、老人福祉法第 20 条の８に基づく老人居宅生活支援事業及び

老人福祉施設による事業の供給体制の確保に関する計画として策定します。 

介護保険事業計画は、介護保険法第 117 条に基づく本市の介護保険事業に係る

介護給付の円滑な実施に関する計画として策定します。 

 

(2) 「高齢者福祉計画」と「介護保険事業計画」の関係 

「高齢者福祉計画」は、全ての高齢者に関する福祉施策全般にわたる計画で、高

齢者福祉サービスをはじめ、その他の関連施策を盛り込んでいます。 

「介護保険事業計画」は、本市における介護や支援を必要とする高齢者数や介護

サービス利用意向などを考慮し、介護保険サービスの量の見込みやその見込み量を

確保するための施策を示した計画です。 

地域共生社会の実現を目指すなかで、高齢者福祉及び介護保険事業が総合的に展

開され、人材の確保や質の向上、業務の効率化などが図られるよう、この２つの計

画を一体のものとして策定します。 

 

(3) 上位計画・関連計画との関係 

本計画は、本市の総合的な行政運営の方針を示した「第５次亀岡市総合計画」を

上位計画とし、その方針に沿って策定します。また、「第３期亀岡市地域福祉計画」

をはじめ、福祉に関連する他の計画との調和を保ちながら策定するものとします。 

また、国の定める「介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための

基本的な指針」、京都府が策定する「京都府高齢者健康福祉計画」「京都府保健医療

計画」などの関連計画の内容を踏まえたものとします。 
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【関連計画との関係図】 
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(4) 持続可能な社会の実現に向けて （SDGs） 

持続可能な開発目標（SDGs）は、平成27（2015）年9月の国連サミットで採択された

国際目標で、令和12（2030）年までに達成すべき17のゴールと169のターゲットで構成し、

「地球上の誰一人として取り残さない」ことを理念に掲げています。 

SDGsは生活の質を向上させることが主要な目標の一つと言えます。地方自治体の基本

的役割は「住民の福祉の増進」であり、SDGsの目標の追求は自治体の諸課題の解決にも共

通するものです。日本政府も目標達成に向け積極的に取り組んでおり、地方自治体の各種

計画にSDGsの要素を反映することが奨励されており、本計画においても、SDGsの１７の

目標を取り入れ、持続可能な高齢者福祉施策及び介護保険事業を推進していきます。 

 

【持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）の 17 の目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
【本計画と特に深く関連する目標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：国際連合広報センター  
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３. 計画の期間 
 

 

本計画の計画期間は、令和６年度から令和８年度までの３か年とします。  

本計画は、高齢者人口がピークを迎える令和 22（2040）年を見据えた計画とし、

中長期的なサービス・給付・保険料の水準を推計し、中長期的な視野に立った施策

の展開を図ります。  

 

 
  

H30
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(2019)

R2
(2020)

R3
(2021)

R4
(2022)

R5
(2023)

R6
(2024)

R7
(2025)

R8
(2026)

R9
(2027)

R10
(2028)

R11
(2029)

…
R22

(2040)

…

2025年を視野に入れて取り組む計画

2040年を視野に入れて取り組む計画

第７期計画 第８期計画 第９期計画 第10期計画

見直し 見直し 見直し 見直し

団塊の世代が75歳に▲ 団塊ジュニア世代が65歳に▲
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４. 計画策定の方法 
 

 

本計画は、亀岡市いきいき長寿プラン推進協議会での意見交換、高齢者等実態調

査などの実施・分析、パブリックコメント制度の活用など、市民や関係者の参画に

より策定しました。 

 

(1) 亀岡市いきいき長寿プラン推進協議会の開催 

学識経験者、保健・医療・福祉関係者、市民の代表、行政関係者で構成する「亀

岡市いきいき長寿プラン推進協議会」を設置して、計画内容についての検討・協議

を行いました。 

 

(2) 各種調査等の実施・分析 

高齢者ニーズを把握するため、65 歳以上の要介護認定を受けていない者を対象

に令和４年度に実施した「介護予防・日常生活圏域ニーズ調査」と、在宅で介護を

している家庭を対象とした「在宅介護実態調査」を実施し、高齢者の状態や自立し

た生活を送る上での課題、今後の意向などをより的確に把握するとともに、介護離

職をなくしていくためにはどのようなサービスが必要かを検討する上での基礎資

料としました。 

また、市独自の調査として、高齢者の体力や心の状態といった現状把握のため、

平成 27 年度から介護予防普及啓発事業として、高齢者の体力測定、平成 28 年度

から高齢者の幸福度に関する調査を行いました。第９期計画では、感染症対策など

方法を検討しながら、第８期計画に引き続き調査を実施します。 

※各種調査の結果については、資料編（Ｐ120～）に掲載 

 

(3) 市民意見の募集と計画への反映 

広く市民の方々からの意見を募集するため、市ホームページなどにおいて計画素

案を公表し、パブリックコメントを実施しました。 
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５. 第９期計画策定のポイント 
 

 

亀岡市いきいき長寿プラン（亀岡市高齢者福祉計画・亀岡市介護保険事業計画）

は、３年に１度の介護保険事業計画策定に向けて示される国の基本指針に従って策

定しています。 

第７期（平成 30 年度～令和２年度）では、地域包括ケアシステムを深化・推進

するため、保険者機能強化等による自立支援・重度化防止に向けた取組の推進、医

療及び介護の連携の推進、地域共生社会の実現に向けた取組の推進、現役世帯並み

の所得のある者の負担利用割合の見直し等を行いました。  

続く第８期（令和３年度～令和５年度）では令和７（2025）年・令和 22（2040）

年を見据えたサービス・人的基盤の整備、介護予防・健康づくり施策や認知症施策

の充実・推進、都道府県・市町村間の情報連携の強化、介護人材の確保及び業務効

率化の取組の強化等を行いました。 

今後、高齢者数がピークを迎え、一人暮らし高齢者や高齢者のみの世帯、認知症

の人など医療・介護双方のニーズを有する高齢者が増加し、介護サービスの需要が

増加・多様化する一方で、生産年齢人口が急減することが見込まれます。さらに、

都市部と地方で高齢化の進みが大きく異なるなどから、これまで以上に中長期的な

人口動態や介護ニーズの見込み等を踏まえ介護サービス基盤を整備する必要があり

ます。 

以上のことから、本計画は令和 22（2040）年を見据え、ア）介護サービス基盤

の計画的な整備、イ）地域包括ケアシステムの更なる深化・推進に向けた取組、ウ）

地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上を目指し策定

します。 

 

 

第９期計画（令和６年度～８年度）の基本指針のポイント 

ア 介護サービス基盤の計画的な整備  

(１) 地域の実情に応じたサービス基盤の整備  

○中長期的な地域人口動態や介護ニーズの見込み等を考慮し、施設・サービス

種別について既存施設・事業所のあり方も含め検討し、実情に応じた介護サ

ービス基盤を確保 

○医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、必要なサービスを

効率的かつ効果的に提供できる体制の確保、医療・介護の連携強化  

○中長期的なサービス需要を見込み、サービス提供事業者を含め、地域の関係

者と共有し、サービス基盤の整備の在り方を議論することが重要 
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(２) 在宅サービスの充実  

○居宅要介護者の在宅生活を支えるための定期巡回・随時対応型訪問介護看護、

小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など地域密着型サー

ビスの更なる普及 

○居宅要介護者の様々な介護ニーズに柔軟に対応できるよう、複合的な在宅サ

ービスの整備を推進することが重要  

○居宅要介護者を支えるための、訪問リハビリテーション等や介護老人保健施

設による在宅療養支援の充実  

 

イ  地域包括ケアシステムの更なる深化・推進に向けた取組  

(１) 地域共生社会の実現  

○地域包括ケアシステムは地域共生社会の実現に向けた中核的な基盤となり得

るものであり、制度・分野の枠や「支える側」「支えられる側」という関係を

超えて、地域住民や多様な主体による介護予防や日常生活支援の取組を促進

する観点から、総合事業の充実を推進  

○地域包括支援センターの業務負担軽減と質の確保、体制整備を図るとともに、

重層的支援体制整備事業において属性や世代を問わない包括的な相談支援等

を担うことも期待 

○認知症に関する正しい知識の普及啓発により、認知症への社会の理解を深め

ることが重要 

 

(２) デジタル技術を活用し、介護事業所間、医療・介護間での連携を円滑に進めるた

めの医療・介護情報基盤の整備  

 

(３) 保険者機能の強化 

○給付適正化事業の取組の重点化・内容の充実・見える化  

 

ウ  地域包括ケアシステムを支える介護人材確保及び介護現場の生産性向上  

○介護人材を確保するため、処遇の改善、人材育成への支援、職場環境の改善

による離職防止、外国人材の受入環境整備などの取組を総合的に実施  

○都道府県主導の下で生産性向上に資する様々な支援・施策を総合的に推進。

介護の経営の協働化・大規模化により、人材や資源を有効に活用  

○介護サービス事業者の財務状況等の見える化を推進  

 

※資料：社会保障審議会介護保険部会（第 107 回）（令和５（2023）年７月 10 日） 
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６. 計画の進捗管理 
 

 

(1) 亀岡市いきいき長寿プランの立案・運用に関するＰＤＣＡサイクル 

本計画は、介護保険事業の円滑な運営とともに、高齢者の生活を支え、健康でい

きいきと暮らすことができるよう、保健・福祉分野だけでなく、生涯学習や地域で

のコミュニティ活動、文化・スポーツ活動などの支援について取り組むことも示し

ています。 

そのため、計画の進捗にあたっては、計画の円滑な実施に向けて、本市健康福祉

部を中心に施策・事業の執行管理などを行います。 

また、計画を効果的かつ実効性のあるものとするために、保険者機能強化推進交

付金などの評価指標を活用し、事業実施状況や目標達成度などを評価するととも

に、地域課題の分析を行い、各事業の計画を見直すなど PDCA サイクルに基づき、

管理します。これらの評価結果及び進捗管理状況は、亀岡市いきいき長寿プラン推

進協議会において報告し、当推進協議会の意見をもとに、適宜計画の見直しや充実

を図ります。 

さらに、本計画を推進するため、医療機関や社会福祉法人などの関係機関及び京

都府と連携しながら進めます。 

 

【ＰＤＣＡサイクルのイメージ】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan

Do

Check

Act

計画目標の実施状況に 
合わせた計画の見直し 

 

プランに基づく事業実施 

実施成果の検証・分析 

業務プロセス等の改善 
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【計画の進行管理体制】 

 

(2) 介護保険事業の進捗状況の把握 

介護保険事業を円滑に運営するため、計画の進行・進捗に関する情報を総合的に

取りまとめるとともに、新たな課題への対応、事業評価などを推進していくことが

求められます。 

そのため、個人情報の取扱いに配慮しながら、本市における介護サービスの利用

者、サービス供給量、地域支援事業に関する取組状況など、基礎的なデータの収集

と活用を図り、データに基づく事業全体の進行・進捗の把握・確認に努めるととも

に、総合的な調整や新たな課題、改善方策の検討を行います。 
 

 

第９期計画期間 

令和６年度 令和７年度 令和８年度 

   

計画に基づく事業着手と定期的な振り返り（毎年度ＰＤＣＡサイクルを繰り返す） 

第 10 期計画の策定 

介護予防・日常生活圏域 

ニーズ調査の実施 

（亀岡市の現状分析） 
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第２章 亀岡市の高齢者を取り巻く状況 

 

１. 人口・世帯数 
 

 

(1) 現在の人口 

令和５（2023）年９月末日現在の人口をみると、総人口は 86,838 人で、男女と

もに 70～74 歳が最も多く、男性は 3,356 人、女性は 3,735 人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※資料：住民基本台帳 令和５（2023）年９月末日現在 

 

  

1,385

1,700

1,923

1,996

2,085

1,811

1,895

2,312

2,566

3,099

3,142

2,835

2,845

2,998

3,735

3,181

2,309

1,491

1,242

0 500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500

0歳～4歳

5歳～9歳

10歳～14歳

15歳～19歳

20歳～24歳

25歳～29歳

30歳～34歳

35歳～39歳

40歳～44歳

45歳～49歳

50歳～54歳

55歳～59歳

60歳～64歳

65歳～69歳

70歳～74歳

75歳～79歳

80歳～84歳

85歳～89歳

90歳以上

（人）

【女性】

1,433

1,859

2,080

2,165

2,195

1,858

1,932

2,391

2,629

3,112

3,273

2,587

2,593

2,730

3,356

2,787

1,882

1,024

402

05001,0001,5002,0002,5003,0003,5004,0004,500

0歳～4歳

5歳～9歳

10歳～14歳

15歳～19歳

20歳～24歳

25歳～29歳

30歳～34歳

35歳～39歳

40歳～44歳

45歳～49歳

50歳～54歳

55歳～59歳

60歳～64歳

65歳～69歳

70歳～74歳

75歳～79歳

80歳～84歳

85歳～89歳

90歳以上

（人）

【男性】
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(2) 人口の推移 

① 人口構成の推移 

人口の推移をみると、総人口は減少傾向にあり、令和５（2023）年では 86,838

人と、平成 30（2018）年から 2,423 人減少しています。 

一方で、高齢者人口は増加傾向にあり、令和５（2023）年では 27,137 人と、平

成 30（2018）年から 1,512 人増加しています。 

高齢化率も年々上昇し、令和５（2023）年では 31.3％となっています。また、総

人口に占める 75 歳以上の割合は、令和５（2023）年で 16.5％となっています。 

 

 
 

 
※資料：住民基本台帳 各年９月末日現在 

  

単位：人

89,261 88,618 87,937 87,604 87,115 86,838

11,310 11,122 10,924 10,802 10,627 10,380

52,326 51,426 50,531 50,000 49,511 49,321

40歳～64歳 29,631 29,295 28,999 28,835 28,712 28,681

25,625 26,070 26,482 26,802 26,977 27,137

65歳～74歳（前期高齢者） 13,926 13,862 13,981 14,091 13,533 12,819

75歳以上（後期高齢者） 11,699 12,208 12,501 12,711 13,444 14,318

28.7% 29.4% 30.1% 30.6% 31.0% 31.3%

13.1% 13.8% 14.2% 14.5% 15.4% 16.5%

年少人口（0歳～14歳）

生産年齢人口（15歳～64歳）

高齢者人口（65歳以上）

高齢化率

総人口に占める75歳以上の割合

区分

第７期

総人口

令和3年
（2021年）

令和4年
（2022年）

第８期

平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

令和2年
（2020年）

令和5年
（2023年）

11,310 11,122 10,924 10,802 10,627 10,380

52,326 51,426 50,531 50,000 49,511 49,321

25,625 26,070 26,482 26,802 26,977 27,137

89,261 88,618 87,937 87,604 87,115 86,838

28.7% 29.4% 30.1% 30.6% 31.0% 31.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和2年

（2020年）

令和3年

（2021年）

令和4年

（2022年）

令和5年

（2023年）

第７期 第８期

(人)

年少人口（0歳～14歳） 生産年齢人口（15歳～64歳） 高齢者人口（65歳以上） 高齢化率
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② 高齢者人口の推移 

高齢者人口の推移をみると増加傾向にあり、令和５（2023）年では後期高齢者が

14,318 人と、平成 30（2018）年から 2,619 人増加している一方で、前期高齢者が

12,819 人と、平成 30（2018）年から 1,107 人減少しています。 

高齢者人口に占める前期高齢者と後期高齢者の割合は、令和４（2022）年を機に

逆転し、令和５（2023）年では前期高齢者割合が 47.2％、後期高齢者割合が 52.8％

となっています。 

第 8 期計画策定時の計画値と比べると、ほぼ計画どおりに推移しています。 

 

 

※資料：住民基本台帳 各年９月末日現在 

 

 

【参考】第８期計画策定時との計画対比 

 
  

単位：人

25,625 26,070 26,482 26,802 26,977 27,137

65歳～74歳（前期高齢者） 13,926 13,862 13,981 14,091 13,533 12,819

75歳以上（後期高齢者） 11,699 12,208 12,501 12,711 13,444 14,318

54.3% 53.2% 52.8% 52.6% 50.2% 47.2%

45.7% 46.8% 47.2% 47.4% 49.8% 52.8%

平成30年
（2018年）

区分

第７期 第８期

高齢者人口（65歳以上）

令和元年
（2019年）

令和2年
（2020年）

令和3年
（2021年）

令和4年
（2022年）

令和5年
（2023年）

高齢者人口に占める前期高齢者割合

高齢者人口に占める後期高齢者割合

13,926 13,862 13,981 14,091 13,533 12,819

11,699 12,208 12,501 12,711 13,444 14,318

25,625 26,070 26,482 26,802 26,977 27,137

54.3% 53.2% 52.8% 52.6% 50.2%

47.2%
45.7% 46.8% 47.2% 47.4% 49.8%

52.8%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和2年

（2020年）

令和3年

（2021年）

令和4年

（2022年）

令和5年

（2023年）

第７期 第８期

(人)

65歳～74歳（前期高齢者） 75歳以上（後期高齢者） 前期高齢者割合 後期高齢者割合

単位：人

計画値 実績値 計画比 計画値 実績値 計画比 計画値 実績値 計画比

総人口 87,196 87,604 100.5% 86,422 87,115 100.8% 85,614 86,838 101.4%

高齢者人口（65歳以上） 26,755 26,802 100.2% 26,960 26,977 100.1% 27,113 27,137 100.1%

65歳～74歳（前期高齢者） 14,068 14,091 100.2% 13,488 13,533 100.3% 12,787 12,819 100.3%

75歳以上（後期高齢者） 12,687 12,711 100.2% 13,472 13,444 99.8% 14,326 14,318 99.9%

52.6% 52.6% 100.0% 50.0% 50.2% 100.3% 47.2% 47.2% 100.2%

47.4% 47.4% 100.0% 50.0% 49.8% 99.7% 52.8% 52.8% 99.9%

令和5年（2023年）

高齢者人口に占める前期高齢者割合

高齢者人口に占める後期高齢者割合

区分
令和3年（2021年） 令和4年（2022年）
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③ 高齢化率の比較 

亀岡市の高齢化率は、全国、京都府と比べて高い水準で推移しています。平成 30

（2018）年から令和５（2023）年で 2.6 ポイント増加しており、伸び率も全国と京

都府を上回っています。 

 

 
※資料：亀岡市…住民基本台帳 各年９月末日現在 

        全国及び京都府…総務省「国勢調査」及び国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別

将来推計人口」 

  

28.7%

29.4%

30.1%
30.6%

31.0% 31.3%

27.9%
28.2%

28.5%
28.8%

29.1%
29.5%

27.3%
27.7%

28.0%
28.3%

28.7%
29.0%

25.0%

26.0%

27.0%

28.0%

29.0%

30.0%

31.0%

32.0%

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和2年

（2020年）

令和3年

（2021年）

令和4年

（2022年）

令和5年

（2023年）

第７期 第８期

亀岡市 京都府 全国
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(3) 将来推計人口 

① 人口構成の推計 

将来人口の推計をみると、総人口は今後も減少傾向となり、令和８（2026）年で

は 84,921 人と、令和５（2023）年から 1,917 人減少すると見込んでいます。この

傾向はその後も続き、令和 12（2030）年では 81,875 人、令和 22（2040）年では

72,126 人と見込んでいます。 

これに対し高齢者人口は、令和８（2026）年には 27,436 人と、令和５（2023）

年から 299 人増加、その後は緩やかに減少し令和 22（2040）年には 26,881 人に

なると見込んでいます。 

高齢化率については今後も上昇し、令和８（2026）年には 32.3％、令和 22

（2040）年に 37.3％となる見込みです。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：住民基本台帳人口に基づきコーホート変化率法で推計。 

※「コーホート変化率法」は、同年に出生した集団（コーホート）の過去における実績人口の変

化率に基づき将来人口を推計する方法。 

  

10,380 10,160 9,920 9,664 8,783 7,887 7,097

49,321 48,746 48,258 47,821 45,663 42,398 38,148

27,137 27,328 27,416 27,436 27,429
27,005

26,881

86,838 86,234 85,594 84,921 81,875
77,290

72,126

31.3% 31.7% 32.0% 32.3% 33.5% 34.9%

37.3%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

0

20,000

40,000

60,000

80,000

100,000

令和5年

（2023年）

令和6年

（2024年）

令和7年

（2025年）

令和8年

（2026年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

第8期 第9期 ・・・ 第11期 ・・・ 第12期 ・・・ 第14期

(人)

年少人口（0歳～14歳） 生産年齢人口（15歳～64歳） 高齢者人口（65歳以上） 高齢化率

単位：人
第8期 第11期 第12期 第14期

86,838 86,234 85,594 84,921 81,875 77,290 72,126

10,380 10,160 9,920 9,664 8,783 7,887 7,097

49,321 48,746 48,258 47,821 45,663 42,398 38,148

40歳～64歳 28,681 28,523 28,364 28,252 27,212 25,271 22,483

27,137 27,328 27,416 27,436 27,429 27,005 26,881

65歳～74歳（前期高齢者） 12,819 12,158 11,657 11,279 10,393 10,372 11,257

75歳以上（後期高齢者） 14,318 15,170 15,759 16,157 17,036 16,633 15,624

31.3% 31.7% 32.0% 32.3% 33.5% 34.9% 37.3%

16.5% 17.6% 18.4% 19.0% 20.8% 21.5% 21.7%

令和5年
（2023年）

高齢者人口（65歳以上）

高齢化率

総人口に占める75歳以上の割合

生産年齢人口（15歳～64歳）

令和6年
（2024年）

令和7年
（2025年）

令和8年
（2026年）

・・・令和22年
（2040年）

・・・令和17年
（2035年）

・・・令和12年
（2030年）

区分

第9期

総人口

年少人口（0歳～14歳）
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② 高齢者人口の推計 

高齢者人口の推計をみると、前期高齢者は減少傾向、後期高齢者は増加傾向とな

り、令和８（2026）年には前期高齢者が 11,279 人、後期高齢者が 16,157 人、高齢

者人口に占める後期高齢者の割合は、令和 12（2030）年ごろまで増加すると見込ん

でいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：住民基本台帳人口に基づきコーホート変化率法で推計。 

 

  

単位：人
第8期 第11期 第12期 第14期

27,137 27,328 27,416 27,436 27,429 27,005 26,881

65歳～74歳（前期高齢者） 12,819 12,158 11,657 11,279 10,393 10,372 11,257

75歳以上（後期高齢者） 14,318 15,170 15,759 16,157 17,036 16,633 15,624

47.2% 44.5% 42.5% 41.1% 37.9% 38.4% 41.9%

52.8% 55.5% 57.5% 58.9% 62.1% 61.6% 58.1%

令和5年
（2023年）

高齢者人口（65歳以上）

前期高齢者割合

後期高齢者割合

区分 令和6年
（2024年）

令和7年
（2025年）

令和8年
（2026年）

・・・令和22年
（2040年）

・・・令和17年
（2035年）

・・・令和12年
（2030年）

第9期

12,819 12,158 11,657 11,279 10,393 10,372 11,257

14,318 15,170 15,759 16,157 17,036 16,633 15,624

27,137 27,328 27,416 27,436 27,429 27,005 26,881

47.2%

44.5% 42.5% 41.1%
37.9% 38.4%

41.9%

52.8%
55.5% 57.5% 58.9%

62.1% 61.6%

58.1%

-10.0%

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

50,000

60,000

令和5年

（2023年）

令和6年

（2024年）

令和7年

（2025年）

令和8年

（2026年）

令和12年

（2030年）

令和17年

（2035年）

令和22年

（2040年）

第8期 第9期 ・・・ 第11期 ・・・ 第12期 ・・・ 第14期

(人)

65歳～74歳（前期高齢者） 75歳以上（後期高齢者） 前期高齢者割合 後期高齢者割合
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(4) 世帯数の推移 

世帯数の推移をみると、一般世帯数は微増傾向にあり、令和２（2020）年では

34,370 世帯と、平成 27（2015）年の 33,863 世帯から 507 世帯増加しています。 

高齢者を含む世帯についても増加傾向にあり、令和２（2020）年では 16,387 世

帯と、平成 27（2015）年の 15,004 世帯から 1,383 世帯増加しています。また、

令和２（2020）年では高齢独居世帯は 3,856 世帯、高齢夫婦世帯は 4,909 世帯と

なっています。 

一般世帯に占める高齢者独居世帯の割合も年々上昇し、令和２（2020）年では

11.2％となっています。 

 

 
 

 
※資料：総務省「国勢調査」。ただし、国勢調査は５年ごとの指標値のみが公表されているため、

それ以外の年度については各年指標を直線で結んだ際に算出される値となっている。 

※「一般世帯数」は、世帯総数から学校の寮・寄宿舎の学生・生徒、病院・療養所などの入院

者、社会施設の入所者、矯正施設の入所者等から成る施設等の世帯を除いた世帯数。 

※「高齢者を含む世帯数」は、一般世帯のうち、65歳以上の世帯員が１人以上いる世帯数。 

※「高齢独居世帯数」は、高齢者を含む世帯のうち、世帯員が 65歳以上の高齢者１名のみの世帯

数。 

※「高齢夫婦世帯数」は、世帯員が夫婦のみの世帯のうち、夫及び妻の年齢が 65歳以上の世帯

数。  

単位：世帯

33,863 33,965 34,066 34,167 34,268 34,370

15,004 15,281 15,557 15,834 16,110 16,387

高齢者のみ世帯 7,384 7,661 7,937 8,212 8,488 8,765

高齢独居世帯 3,229 3,355 3,480 3,605 3,730 3,856

高齢夫婦世帯 4,155 4,306 4,457 4,607 4,758 4,909

9.5% 9.9% 10.2% 10.6% 10.9% 11.2%一般世帯に占める高齢独居世帯の割合

一般世帯数

高齢者を含む世帯

令和２年
（2020年）

平成27年
（2015年）

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

33,863 33,965 34,066 34,167 34,268 34,370

15,004 15,281 15,557 15,834 16,110 16,387

9.5% 9.9% 10.2%
10.6% 10.9% 11.2%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成27年

（2015年）

平成28年

（2016年）

平成29年

（2017年）

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和２年

（2020年）

(人)

一般世帯数 高齢者を含む世帯 一般世帯に占める高齢独居世帯の割合
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２. 要支援・要介護認定者数 
 

 

(1) 要支援・要介護認定者数の推移 

① 要支援・要介護認定者数の推移 

要支援・要介護認定者数は増加傾向にあり、令和 5（2023）年では 4,673 人と、

平成 30（2018）年の 4,136 人から 537 人増加しています。 

認定率についても微増傾向にあり、令和５（2023）年では 16.9％となっていま

す。 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告」（地域包括ケア「見える化」システムより） 

各年９月末日現在 

※本指標の「認定率」は、第１号被保険者の認定者数を第１号被保険者数で除した数。 

  

単位：人

25,625 26,070 26,482 26,802 26,977 27,137

4,136 4,096 4,225 4,394 4,532 4,673

第1号被保険者 4,036 4,013 4,135 4,312 4,450 4,596

第2号被保険者 100 83 90 82 82 77

15.8% 15.4% 15.6% 16.1% 16.5% 16.9%

令和5年
（2023年）

第８期

要支援・要介護認定者数

区分

第７期

第1号被保険者数

認定率

平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

令和2年
（2020年）

令和3年
（2021年）

令和4年
（2022年）

25,625 26,070 26,482 26,802 26,977 27,137

4,136 4,096 4,225 4,394 4,532 4,673

15.8% 15.4% 15.6% 16.1% 16.5% 16.9%

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

0
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10,000

15,000

20,000

25,000

30,000

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和2年

（2020年）

令和3年

（2021年）

令和4年

（2022年）

令和5年

（2023年）

第７期 第８期

(人)

第1号被保険者数 要支援・要介護認定者数 認定率
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② 要支援・要介護認定者の内訳の推移 

要支援・要介護認定者の内訳の推移をみると、第 7 期と比べると、おおむねどの

区分でも増加傾向となっています。特に、要支援１は令和 5（2023）年で 995 人

と、平成 30（2018）年から 134 人増加しており、最も認定者が増加した区分です。

第 8 期計画策定時の計画値と比べると、要介護５では計画値よりも実績値の方が少

なくなっています。 
 

 

 
※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告書」（地域包括ケア「見える化」システムより） 

各年９月末日現在 

 
【参考】第８期計画策定時との計画対比 

  

単位：人

4,136 4,096 4,225 4,394 4,532 4,673

要支援1 861 860 845 869 958 995

要支援2 470 477 481 503 519 532

要介護1 825 800 818 867 883 927

要介護2 537 536 550 560 580 633

要介護3 512 518 570 626 601 615

要介護4 507 483 496 498 557 534

要介護5 424 422 465 471 434 437

要支援・要介護認定者数

区分 令和5年
（2023年）

令和4年
（2022年）

第７期 第８期

平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

令和2年
（2020年）

令和3年
（2021年）

861 860 845 869 958 995

470 477 481 503 519 532

825 800 818 867 883 927

537 536 550 560 580 633
512 518 570 626 601 615507 483 496 498 557 534424 422 465 471 434 4374,136 4,096 4,225 4,394 4,532 4,673

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

3,500

4,000

4,500

5,000

5,500

平成30年

（2018年）

令和元年

（2019年）

令和2年

（2020年）

令和3年

（2021年）

令和4年

（2022年）

令和5年

（2023年）

第７期 第８期

(人)

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5 消すもの

単位：人

計画値 実績値 計画比 計画値 実績値 計画比 計画値 実績値 計画比

4,378 4,394 100.4% 4,551 4,532 99.6% 4,737 4,673 98.6%

要支援1 872 869 99.7% 908 958 105.5% 950 995 104.7%

要支援2 497 503 101.2% 516 519 100.6% 537 532 99.1%

要介護1 849 867 102.1% 879 883 100.5% 918 927 101.0%

要介護2 571 560 98.1% 595 580 97.5% 616 633 102.8%

要介護3 590 626 106.1% 614 601 97.9% 638 615 96.4%

要介護4 517 498 96.3% 537 557 103.7% 557 534 95.9%

要介護5 482 471 97.7% 502 434 86.5% 521 437 83.9%

令和5年（2023年）
区分

令和3年（2021年） 令和4年（2022年）

要支援・要介護認定者数
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③ 認定率の比較 

亀岡市の認定率は、全国、京都府より低い水準で、減少傾向で推移しており、府

内市町村のなかでも下位にあります。 
 

 
※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告書」年報（令和３年度のみ「介護保険事業状況報告」月

報）及び総務省「住民基本台帳人口・世帯数」各年３月末現在 

※性・年齢構成を考慮しない調整済認定率を使用する。計算に用いる標準的な人口構造は平成 27

（2015）年１月１日時点の全国平均の構成。 

 

 
※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告書」年報（令和３年度のみ「介護保険事業状況報告」

月報）及び総務省「住民基本台帳人口・世帯数」令和３年度３月末現在 

※性・年齢構成を考慮しない調整済認定率を使用。計算に用いる標準的な人口構造は令和３年度

の全国平均の構成。 

  

16.5%
16.2%

15.9%
16.2%

15.6%

19.2% 19.3% 19.3% 19.4%
19.0%
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※調整済み認定率について  

認定率は、第１号被保険者の性・年齢構成の影響を強く受けます。そのため、認

定率を比較する際には、第１号被保険者の性・年齢構成を【標準的な構成】に調

整した「調整済み認定率」を使用します。この調整によって、第１号被保険者の

性・年齢構成以外の認定率への影響について、地域間・時系列の比較がしやすく

なります。  
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(2) 要支援・要介護認定者数の推計 

① 要支援・要介護認定者数の推計 

要支援・要介護認定者数の推計をみると、今後も増加傾向となり、令和８（2026）

年では 4,992 人と、令和 5（2023）年から 319 人増加する見込みとなっています。

その後も増加は続き、令和 22（2040）年では 6,164 人と、令和 5（2023）年から

1,491 人増加する見込みとなっています。 

認定率についても上昇を続け、令和 8（2026）年では 17.9％、令和 22（2040）

年では 22.7％となる見込みです。 

 

 
 

 
※資料：地域包括ケア「見える化」システムで推計 

  

単位：人
第8期 第11期 第12期 第14期

27,137 27,328 27,416 27,436 27,429 27,005 26,881

4,673 4,796 4,876 4,992 5,621 6,151 6,164

第1号被保険者 4,596 4,720 4,801 4,917 5,548 6,081 6,104

第2号被保険者 77 76 75 75 73 70 60

16.9% 17.3% 17.5% 17.9% 20.2% 22.5% 22.7%

・・・ ・・・令和17年
(2035年)

令和22年
(2040年)

令和12年
(2030年)

区分

第9期

第１号被保険者数

要支援・要介護認定者数

令和5年
(2023年)

令和6年
(2024年)

令和7年
(2025年)

令和8年
(2026年)

・・・

認定率

27,137 27,328 27,416 27,436 27,429 27,005 26,881

4,673 4,796 4,876 4,992 5,621 6,151 6,164

16.9% 17.3% 17.5% 17.9%

20.2%
22.5% 22.7%
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第１号被保険者数 要支援・要介護認定者数 認定率
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② 要支援・要介護認定者の内訳の推計 

要支援・要介護認定者の内訳の推計をみると、全ての区分で増加傾向にあります。

特に、令和 22（2040）年にかけて要支援１、要介護１、要介護４の認定者数は、

大きく伸びる見込みとなっています。 

 

 
 

 
※資料：地域包括ケア「見える化」システムで推計 

  

単位：人
第8期 第11期 第12期 第14期

4,673 4,796 4,876 4,992 5,621 6,151 6,164

要支援１ 995 1,063 1,070 1,085 1,240 1,289 1,214

要支援２ 532 548 563 577 637 684 682

要介護１ 927 936 944 965 1,084 1,191 1,191

要介護２ 633 646 664 684 774 867 861

要介護３ 615 601 611 627 701 781 799

要介護４ 534 585 602 621 707 802 855

要介護５ 437 417 422 433 478 537 562

・・・ ・・・令和17年
(2035年)

令和22年
(2040年)

令和12年
(2030年)

令和7年
(2025年)

令和8年
(2026年)

・・・区分 令和6年
(2024年)

第9期

要支援・要介護認定者数

令和5年
(2023年)

995 1,063 1,070 1,085 1,240 1,289 1,214

532 548 563 577 637 684 682
927 936 944 965

1,084 1,191 1,191
633 646 664 684

774
867 861615 601 611 627
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(3) 認知症高齢者数の推移 

認知症高齢者数の推移はおおむね増加傾向にあり、令和 4（2022）年では 3,777 人

と、平成 30（2018）年から 325 人増加しています。内訳をみると、認知症高齢者自立度

Ⅲa で特に増加しています。 

日常生活自立度判定を受けた者の合計に占める認知症高齢者割合は、令和 4

（2022）年では 73.0％となっています。 

 

 
 

 
※資料：厚生労働省「介護保険総合データベース」各年 10 月末日現在 

※「認知症高齢者自立度」は、認定調査と主治医意見書に基づき、介護認定審査会において最終

的に決定された認知症高齢者の日常生活自立度を指す。 

  

単位：人
第８期

4,797 4,804 5,028 5,116 5,176

自立 1,345 1,355 1,300 1,353 1,399

Ⅰ 796 785 845 828 864

Ⅱａ 489 449 460 464 517

Ⅱｂ 819 814 855 847 875

Ⅲa 647 705 792 823 818

Ⅲb 176 177 215 216 195

Ⅳ 433 431 475 503 441

Ｍ 92 88 86 82 67

3,452 3,449 3,728 3,763 3,777

72.0% 71.8% 74.1% 73.6% 73.0%
日常生活自立度判定を受けた者の合計に
占める認知症高齢者割合

第７期

平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

令和2年
（2020年）

令和3年
（2021年）

令和4年
（2022年）

日常生活自立度判定を受けた者の合計

区分

認知症高齢者の
日常生活自立度Ⅰ以上認定者数

796 785 845 828 864

489 449 460 464 517

819 814 855 847 875

647 705 792 823 818
176 177

215 216 195433 431
475 503 44192 88

86 82 673,452 3,449
3,728 3,763 3,777
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占める認知症高齢者割合
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(4) 障がい高齢者数の推移 

障害高齢者自立度（寝たきり度）A 以上の認定者数の推移は増加傾向にあり、令

和 4（2022）年では 4,041 人と、平成 30（2018）年から 284 人増加しています。

内訳をみると、障害自立度 A2 の認定者数が特に増加しています。 

日常生活自立度判定を受けた者の合計に占める障がい高齢者割合はおおむね増加

傾向にありますが、令和 4（2022）年では 78.1％となっています。 

 

 
 

 
 

※資料：厚生労働省「介護保険総合データベース」各年 10 月末日現在 

※「障害高齢者自立度」は、認定調査と主治医意見書に基づき、介護認定審査会において最終的

に決定された障がい高齢者の日常生活自立度（寝たきり度）を指す。 

  

単位：人
第８期

4,797 4,804 5,028 5,116 5,176

自立 7 16 8 7 13

Ｊ1 71 60 72 63 92

Ｊ2 962 913 889 933 1,030

Ａ1 938 939 1,019 1,002 1,024

Ａ2 1,041 1,102 1,147 1,228 1,266

B1 479 441 488 483 462

B2 699 688 757 739 647

C1 195 190 177 168 161

C2 405 455 471 493 481

3,757 3,815 4,059 4,113 4,041

78.3% 79.4% 80.7% 80.4% 78.1%

令和3年
(2021年)

令和4年
(2022年)

日常生活自立度判定を受けた者の合計

障がい高齢者の
日常生活自立度A以上認定者数

日常生活自立度判定を受けた者の合計に
占める障がい高齢者割合

区分

第７期

平成30年
(2018年)

令和元年
(2019年)

令和2年
(2020年)

938 939 1,019 1,002 1,024

1,041 1,102 1,147 1,228 1,266
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占める障がい高齢者割合
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３. 給付の状況 
 

 

(1) 第 1号被保険者 1人あたり調整給付月額 

令和２（2020）年の第１号被保険者１人あたり調整給付月額の状況をみると、施

設及び居住系サービスの給付月額は 11,055 円、在宅サービスは 8,378 円となって

おり、在宅サービスについては全国（10,786 円）、京都府（11,533 円）に比べ低

く、施設及び居住系サービスについては全国（9,955 円）、京都府（10,373 円）に

比べ高くなっています。府内市町村のなかでは、在宅サービスより施設及び居住系

サービスの給付月額の方が高い保険者と言えます。 
 

 
※調整給付月額は、第１号被保険者の性・年齢構成を調整し、介護給付費単位数に

一律 10 円を乗じ、さらに実効給付率を乗じた数。なお、介護給付費単位数は厚

生労働省「介護保険総合データベース」、第１号被保険者数は厚生労働省「介護保

険事業状況報告」（いずれも令和２（2020）年現在）を採用。 

※本指標の「在宅サービス調整給付月額」は、在宅サービス給付費の総額を第１号

被保険者数で除した数。  

※本指標の「施設及び居住系サービス調整給付月額」は、第１号被保険者に対する

施設及び居住系サービス給付費の総額を第１号被保険者数で除した数。 

※在宅サービスは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、

居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短

期入所療養介護（介護老人保健施設）、短期入所療養介護（介護療養型医療施設

等）、福祉用具貸与、介護予防支援・居宅介護支援、定期巡回・随時対応型訪問介

護看護、夜間対応型訪問介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、

看護小規模多機能型居宅介護、地域密着型通所介護を指す。 

※施設及び居住系サービスは、介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設、

介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院、認知症対応型共同生活介

護、特定施設入居者生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護を指す。  

亀岡市

7,000
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11,000
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13,000
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サ
ー
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施設および居住系サービス調整給付月額

亀岡市 京都府 全国 近隣市町

(円)

(円)
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(2) サービス利用状況 

① 介護予防サービス 

介護予防サービスの利用状況をみると、介護予防認知症対応型共同生活介護で、

計画対比が 141.7％と計画値を大きく上回っています。一方で、介護予防訪問入浴

介護、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防短期入所生活介護で、計画対比が

50％以下と計画値を大きく下回っています。 

 

 
※回（日）数は１月あたりの数、人数は１月あたりの利用者数。 

※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」合計。 

  

計画値 実績値 計画対比 計画値 実績値 計画対比

（１）介護予防サービス

（回） 3.3 0.0 0.0% 3.3 0.0 0.0%

（人） 1.0 0.0 0.0% 1.0 0.0 0.0%

（回） 271.7 299.6 110.3% 284.0 320.9 113.0%

（人） 43.0 46.8 108.7% 45.0 53.8 119.4%

（回） 115.5 76.4 66.2% 115.5 61.1 52.9%

（人） 15.0 10.3 68.9% 15.0 8.3 55.6%

介護予防居宅療養管理指導 （人） 44.0 39.7 90.2% 46.0 38.9 84.6%

介護予防通所リハビリテーション （人） 91.0 98.3 108.0% 94.0 111.9 119.1%

（日） 38.0 25.0 65.8% 42.6 20.6 48.3%

（人） 8.0 5.5 68.8% 9.0 5.7 63.0%

（日） 4.3 0.8 17.4% 4.3 3.7 85.3%

（人） 1.0 0.3 33.3% 1.0 0.8 83.3%

介護予防福祉用具貸与 （人） 448.0 426.8 95.3% 466.0 488.8 104.9%

特定介護予防福祉用具購入費 （人） 16.0 12.0 75.0% 17.0 10.3 60.3%

介護予防住宅改修 （人） 24.0 20.8 86.5% 25.0 19.5 78.0%

介護予防特定施設
入居者生活介護

（人） 3.0 2.3 77.8% 4.0 2.7 66.7%

（回） 26.2 10.5 40.1% 26.2 2.3 8.6%

（人） 5.0 1.6 31.7% 5.0 0.7 13.3%

介護予防
小規模多機能型居宅介護

（人） 37.0 31.7 85.6% 45.0 23.0 51.1%

介護予防
認知症対応型共同生活介護

（人） 1.0 0.3 25.0% 1.0 1.4 141.7%

介護予防支援 （人） 504.0 503.9 100.0% 524.0 573.1 109.4%

令和３年度 令和４年度

（２）地域密着型介護予防サービス

（３）介護予防支援

介護予防
認知症対応型通所介護

介護予防訪問入浴介護

介護予防訪問看護

介護予防訪問リハビリテーション

介護予防短期入所生活介護

介護予防短期入所療養介護
（老健+病院等+介護医療院）
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② 介護サービス 

介護サービスの利用状況をみると、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、訪問看

護で計画対比が 120％以上と計画値を大きく上回っています。一方で、短期入所

療養介護（老健＋病院等＋介護医療院）、認知症対応型通所介護、住宅改修費で計

画対比が 60％以下と計画値を大きく下回っています。 

 

 
※回（日）数は１月あたりの数、人数は１月あたりの利用者数。 

※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」合計。  

計画値 実績値 計画対比 計画値 実績値 計画対比

（回） 14,004.7 13,591.8 97.1% 14,242.2 15,138.5 106.3%

（人） 590.0 581.4 98.5% 603.0 612.1 101.5%

（回） 392.4 347.5 88.6% 381.6 261.7 68.6%

（人） 78.0 71.7 91.9% 76.0 59.4 78.2%

（回） 1,655.0 1,685.7 101.9% 1,675.7 2,305.2 137.6%

（人） 244.0 246.0 100.8% 248.0 297.8 120.1%

（回） 626.2 656.3 104.8% 627.7 712.9 113.6%

（人） 66.0 67.1 101.6% 66.0 74.7 113.1%

居宅療養管理指導 （人） 359.0 322.6 89.9% 365.0 367.2 100.6%

（回） 6,073.1 5,604.4 92.3% 6,236.0 5,105.3 81.9%

（人） 680.0 633.3 93.1% 698.0 589.3 84.4%

（回） 2,345.7 1,961.5 83.6% 2,392.2 1,780.0 74.4%

（人） 302.0 252.4 83.6% 308.0 245.3 79.6%

（日） 1,069.1 1,226.4 114.7% 1,088.3 1,232.3 113.2%

（人） 118.0 124.5 105.5% 120.0 138.3 115.2%

（日） 394.7 259.1 65.6% 394.7 149.5 37.9%

（人） 55.0 35.2 63.9% 55.0 20.7 37.6%

福祉用具貸与 （人） 1,157.0 1,079.5 93.3% 1,184.0 1,188.0 100.3%

特定福祉用具購入費 （人） 25.0 21.4 85.7% 25.0 23.5 94.0%

住宅改修費 （人） 24.0 18.5 77.1% 26.0 15.1 58.0%

特定施設入居者生活介護 （人） 38.0 28.1 73.9% 40.0 44.6 111.5%

定期巡回・随時対応型訪問介護看護 （人） 3.0 1.6 52.8% 3.0 7.0 233.3%

夜間対応型訪問介護 （人） 1.0 1.0 100.0% 1.0 1.0 100.0%

（回） 942.3 849.9 90.2% 976.4 940.6 96.3%

（人） 115.0 106.4 92.5% 119.0 122.3 102.7%

（回） 407.5 304.3 74.7% 429.3 226.7 52.8%

（人） 44.0 30.0 68.2% 46.0 25.7 55.8%

小規模多機能型居宅介護 （人） 150.0 129.4 86.3% 177.0 134.0 75.7%

認知症対応型共同生活介護 （人） 88.0 86.6 98.4% 105.0 83.2 79.2%

地域密着型特定施設入居者生活介護 （人） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 （人） 29.0 0.0 0.0% 29.0 27.3 94.3%

看護小規模多機能型居宅介護 （人） 0.0 0.0 - 0.0 0.0 -

介護老人福祉施設 （人） 399.0 393.6 98.6% 399.0 403.0 101.0%

介護老人保健施設 （人） 281.0 295.0 105.0% 281.0 299.2 106.5%

介護医療院 （人） 83.0 83.3 100.3% 180.0 135.3 75.1%

介護療養型医療施設 （人） 46.0 47.8 104.0% 0.0 8.8 -

居宅介護支援 （人） 1,543.0 1,450.0 94.0% 1,581.0 1,525.6 96.5%

短期入所生活介護

（４）居宅介護支援

令和３年度 令和４年度

（１）居宅サービス

（２）地域密着型サービス

訪問介護

訪問入浴介護

訪問看護

地域密着型通所介護

（３）施設サービス

認知症対応型通所介護

短期入所療養介護
（老健+病院等+介護医療院）

訪問リハビリテーション

通所介護

通所リハビリテーション



第２章  亀岡市の高齢者を取り巻く状況  

28 

 

(3) 給付費の状況 

① 介護予防サービスの給付費 

介護予防サービスの給付費をみると、介護予防認知症対応型共同生活介護、介護

予防短期入所療養介護（老健＋病院等＋介護医療院）で計画対比が 125％を超えて

おり、計画値を大きく上回っています。一方で、介護予防訪問入浴介護、介護予防

認知症対応型通所介護、介護予防訪問リハビリテーションで、計画対比が 50％以下

と計画値を大きく下回っています。 

 
※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」合計。 

※計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。 

  

単位：千円

計画値 実績値 計画対比 計画値 実績値 計画対比

介護予防訪問入浴介護 334 - 0.0% 334 - 0.0%

介護予防訪問看護 14,094 15,432 109.5% 14,743 16,070 109.0%

介護予防訪問リハビリテーション 4,183 2,845 68.0% 4,186 2,058 49.2%

介護予防居宅療養管理指導 4,388 3,760 85.7% 4,593 4,293 93.5%

介護予防通所リハビリテーション 38,541 39,830 103.3% 39,931 43,658 109.3%

介護予防短期入所生活介護 2,742 2,137 77.9% 3,115 1,653 53.1%

介護予防短期入所療養介護
（老健+病院等+介護医療院）

320 70 22.0% 320 410 128.0%

介護予防福祉用具貸与 33,980 32,591 95.9% 35,336 35,420 100.2%

特定介護予防
福祉用具購入費

4,535 3,113 68.6% 4,809 2,801 58.3%

介護予防住宅改修 22,609 18,958 83.9% 23,544 19,633 83.4%

介護予防特定施設
入居者生活介護

1,868 1,763 94.4% 2,492 1,919 77.0%

介護予防
認知症対応型通所介護

2,770 1,244 44.9% 2,772 250 9.0%

介護予防
小規模多機能型居宅介護

27,744 22,807 82.2% 33,749 17,776 52.7%

介護予防
認知症対応型共同生活介護

2,855 704 24.6% 2,856 3,880 135.8%

介護予防支援 28,295 28,245 99.8% 29,434 32,475 110.3%

189,258 173,499 91.7% 202,214 182,295 90.1%

（１）介護予防サービス

（２）地域密着型介護予防サービス

（３）介護予防支援

令和３年度 令和４年度

合計
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② 介護サービスの給付費 

介護サービスの給付費をみると、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪

問介護看護で計画対比が 200％以上と計画値を大きく上回っています。一方で、

短期入所療養介護（老健＋病院等＋介護医療院）、認知症対応型通所介護、訪問入

浴介護等で計画対比が 75％以下と計画値を大きく下回っています。 

 

 
※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」合計。 

※計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。  

単位：千円

計画値 実績値 計画対比 計画値 実績値 計画対比

訪問介護 498,893 494,003 99.0% 507,461 554,292 109.2%

訪問入浴介護 58,277 52,086 89.4% 56,704 39,915 70.4%

訪問看護 128,864 123,850 96.1% 130,369 155,281 119.1%

訪問リハビリテーション 22,957 24,072 104.9% 23,017 25,123 109.1%

居宅療養管理指導 38,796 35,059 90.4% 39,404 42,236 107.2%

通所介護 594,333 546,038 91.9% 609,325 501,983 82.4%

通所リハビリテーション 241,417 213,005 88.2% 245,531 184,993 75.3%

短期入所生活介護 109,932 130,026 118.3% 111,757 132,146 118.2%

短期入所療養介護
（老健+病院等+介護医療院）

52,912 35,725 67.5% 52,941 19,143 36.2%

福祉用具貸与 216,811 199,617 92.1% 220,543 215,328 97.6%

特定福祉用具購入費 8,088 7,171 88.7% 8,088 7,933 98.1%

住宅改修費 16,374 16,282 99.4% 17,615 12,796 72.6%

特定施設入居者生活介護 87,150 64,842 74.4% 91,587 104,327 113.9%

定期巡回・随時対応型
訪問介護看護

7,854 4,034 51.4% 7,858 16,440 209.2%

夜間対応型訪問介護 808 1,568 194.1% 808 2,367 293.0%

地域密着型通所介護 77,839 71,180 91.4% 80,617 80,017 99.3%

認知症対応型通所介護 56,894 43,171 75.9% 60,020 30,808 51.3%

小規模多機能型居宅介護 322,606 285,512 88.5% 380,639 309,435 81.3%

認知症対応型共同生活介護 269,930 272,790 101.1% 322,300 264,710 82.1%

地域密着型特定施設
入居者生活介護

- - - - - -

地域密着型介護老人福祉施設
入所者生活介護

93,100 - 0.0% 93,151 92,111 98.9%

看護小規模多機能型居宅介護 - - - - - -

（３）施設サービス

介護老人福祉施設 1,281,450 1,275,581 99.5% 1,282,790 1,319,372 102.9%

介護老人保健施設 970,285 1,025,021 105.6% 970,823 1,061,937 109.4%

介護医療院 372,826 364,720 97.8% 809,753 584,830 72.2%

介護療養型医療施設 197,182 207,694 105.3% - 37,359 -

（４）居宅介護支援

居宅介護支援 268,556 256,260 95.4% 274,991 280,998 102.2%

5,994,134 5,749,309 95.9% 6,398,092 6,075,878 95.0%

（１）居宅サービス

（２）地域密着型サービス

合計

令和３年度 令和４年度
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③ 総給付費 

総給付費をみると、おおむね計画値のとおりとなっています。 

 

 
※資料：厚生労働省「介護保険事業状況報告（月報）」合計。 

※計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは一致しないものがある。 

  

単位：千円

計画値 実績値 計画対比 計画値 実績値 計画対比

2,906,746 2,709,693 93.2% 3,024,554 2,787,729 92.2%

361,803 340,099 94.0% 419,235 374,835 89.4%

2,914,843 2,873,016 98.6% 3,156,517 3,095,609 98.1%

6,183,392 5,922,809 95.8% 6,600,306 6,258,173 94.8%合計

在宅サービス

居住系サービス

施設サービス

令和３年度 令和４年度
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４. 日常生活圏域の状況 
 

 

(1) 日常生活圏域の設定 

介護保険法では「市町村」が「住民が日常生活を営んでいる地域として、地理

的条件、人口、交通事情その他社会的条件、介護給付等の対象サービスを提供す

るための施設整備の状況その他の条件を総合的に勘案」し、「日常生活圏域」を設

定することとなっています。 

亀岡市では、７つの地域それぞれに地域包括支援センターを設置し、日常生活 

圏域として設定しています。 

第９期計画においても、引き続き７つの日常生活圏域を維持します。 

 
【日常生活圏域図及び名称】 

 

 

【日常生活圏域及び地域包括支援センターと名称】 

圏域名 町名・地区名 包括名称 

亀岡 亀岡地区 亀岡地域包括支援センター 

南部 東別院・西別院・曽我部 南部地域包括支援センター 

中部 吉川・薭田野・大井・千代川 中部地域包括支援センター 

西部 本梅・畑野・宮前・東本梅 西部地域包括支援センター 

川東 馬路・旭・千歳・河原林・保津 川東地域包括支援センター 

篠 篠 篠地域包括支援センター 

つつじケ丘 
東つつじケ丘・西つつじケ丘・

南つつじケ丘 
つつじケ丘地域包括支援センター 

西部 
中部 

亀

岡 

川東 

南部 

篠 

つつじケ丘 
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(2) 日常生活圏域別の状況 

① 圏域別人口の推計 

第９期計画における亀岡市の７つの日常生活圏域のなかで、人口が最も多いのは

中部圏域、最も少ないのは西部圏域です。将来推計をみると、中部圏域では令和 12

（2030）年を境に減少に転じる見込みで、その他の圏域についても減少傾向で推移

すると考えられます。 

 
※資料：住民基本台帳 各年９月末日現在 

※資料：住民基本台帳人口に基づきコーホート変化率法で推計。 
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② 圏域別高齢化率の推計 

令和５（2023）年現在、高齢化率が最も高いのは西部圏域（43.4％）で、最も

低いのは中部圏域（27.1％）です。両者には 16.3 ポイントの差があります。 

令和 22（2040）年までの高齢化率の推計をみると、令和５（2023）年と比べ、

西部圏域とつつじケ丘圏域では 18.7 ポイント上昇する推計となっており、最も大

きい上昇率となっています。一方で、上昇が最も小さいのは川東圏域で、2.2 ポイ

ント上昇する推計となっています。 

令和５（2023）年の亀岡市全体の高齢化率は 31.3％で、それぞれの圏域と比べ

ると、西部圏域は 12.1 ポイント、川東圏域は 11.2 ポイント、南部圏域は 7.4 ポイ

ント、つつじケ丘圏域は 0.5 ポイント高くなっています。この４圏域では、今後も

高い高齢化率で推移すると考えられます。また、残りの３圏域の高齢化率は、市の

全体のものより中部圏域は 4.2 ポイント、篠圏域は 2.7 ポイント、亀岡圏域は 2.0

ポイント低くなっています。これらの圏域では、今後も低い高齢化率で推移すると

推計されます。 

 

 
※資料：住民基本台帳 各年９月末日現在 

※資料：住民基本台帳人口に基づきコーホート変化率法で推計。 
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※資料：住民基本台帳 各年９月末日現在 

※資料：住民基本台帳人口に基づきコーホート変化率法で推計。 

 

  

単位：人

第8期 第11期 第12期 第14期

総人口 86,838 86,234 85,594 84,921 81,875 77,290 72,126

高齢者人口 27,137 27,328 27,416 27,436 27,429 27,005 26,881

高齢化率 31.3% 31.7% 32.0% 32.3% 33.5% 34.9% 37.3%

総人口 19,312 19,213 19,103 18,985 18,416 17,504 16,451

高齢者人口 5,667 5,704 5,720 5,705 5,736 5,747 5,857

高齢化率 29.3% 29.7% 29.9% 30.1% 31.1% 32.8% 35.6%

総人口 5,441 5,353 5,265 5,176 4,811 4,327 3,817

高齢者人口 2,106 2,118 2,113 2,094 2,020 1,904 1,767

高齢化率 38.7% 39.6% 40.1% 40.5% 42.0% 44.0% 46.3%

総人口 20,104 20,154 20,195 20,226 20,284 20,160 19,884

高齢者人口 5,455 5,499 5,534 5,552 5,629 5,705 5,927

高齢化率 27.1% 27.3% 27.4% 27.4% 27.8% 28.3% 29.8%

総人口 4,792 4,671 4,553 4,439 3,991 3,441 2,885

高齢者人口 2,079 2,108 2,113 2,132 2,136 2,029 1,793

高齢化率 43.4% 45.1% 46.4% 48.0% 53.5% 59.0% 62.1%

総人口 5,682 5,602 5,520 5,437 5,096 4,646 4,163

高齢者人口 2,417 2,398 2,373 2,349 2,252 2,072 1,860

高齢化率 42.5% 42.8% 43.0% 43.2% 44.2% 44.6% 44.7%

総人口 18,967 18,889 18,802 18,704 18,177 17,269 16,203

高齢者人口 5,424 5,423 5,410 5,390 5,281 5,144 5,275

高齢化率 28.6% 28.7% 28.8% 28.8% 29.1% 29.8% 32.6%

総人口 12,540 12,352 12,156 11,954 11,099 9,943 8,722

高齢者人口 3,989 4,080 4,154 4,213 4,375 4,403 4,403

高齢化率 31.8% 33.0% 34.2% 35.2% 39.4% 44.3% 50.5%

第9期

・・・ ・・・ ・・・令和8年
(2026年)

令和12年
(2030年)

令和17年
(2035年)

令和22年
(2040年)

令和6年
(2024年)

令和7年
(2025年)

亀岡市

亀岡 亀岡地区

南部
東別院
西別院
曽我部

令和5年
(2023年)

篠 篠

つつじケ丘
東つつじケ丘
西つつじケ丘
南つつじケ丘

中部
吉川・薭田野
大井・千代川

西部
本梅・畑野

宮前・東本梅

川東
馬路・旭・千歳
河原林・保津
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５. 高齢者像 
 

 

(1) 各種調査からみえる亀岡市の高齢者像 

① 高齢者等実態調査 

この調査は、市内の高齢者等の生活実態をはじめ、介護保険サービスや高齢

者保健福祉サービスの利用状況、これらに対する今後のニーズ、健康づくりや

生きがいづくりに関する意識などを的確に把握し、第９期計画策定の基礎資料

とするために、下表のとおり実施しました。 

 
 調査区分 

 
介護予防・日常生活圏域ニーズ調査 在宅介護実態調査 

（１）調査対象 

令和４（2022）年 11 月１日現在で 

65 歳以上の高齢者（要介護１～５を 

除く）のなかから層化抽出 

（市内３圏域：①市街地（亀岡地区、大井

町、千代川町、篠町、東つつじケ丘、西つ

つじケ丘、南つつじケ丘）、②中山間部

（曽我部町、吉川町、薭田野町、馬路町、旭

町、千歳町、河原林町、保津町）、③山間

部（東別院町、西別院町、本梅町、畑野

町、宮前町、東本梅町）） 

令和４（2022）年 11 月１日現在で 

65 歳以上の高齢者の方のうち、要 

介護認定（要支援１～要介護５）を受 

けており、在宅で居住している方 

（２）調査期間 
令和４（2022）年 12 月 13 日（火） 

～12 月 28 日（水） 

令和４（2022）年 12 月 13 日（火） 

～12 月 28 日（水） 

（３）調査方法 郵送配布・郵送回収 郵送配布・郵送回収 

（４）配布数 2,250 件 625 件 

（５）有効回収数 

［有効回収率］ 

1,399 件 

［62.2%］ 

343 件 

［54.9%］ 
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【介護予防・日常生活圏域ニーズ調査】 

○主観的健康感について 

自分の健康状態について「とてもよい」「まあよい」と回答した人の割合は 78.6％

で、前回調査（令和元（2019）年）の 79.7％と比べてやや減少しています。性別

による差はなく、年齢別では、65～69 歳が 84.3％、70～74 歳が 80.9％、75～

79 歳が 75.4％、80～84 歳が 75.1％、85 歳以上が 70.7％と年齢が上がるにつ

れて「とてもよい」「まあよい」との回答は低くなる傾向にあります。 

幸福感（自分がどの程度幸せか)調査では、10 点満点中８点以上と回答した人の

割合は 44.3％で、前回調査の 40.9％と比べてやや増加しています。性別にみると、

男性が 41.8％、女性が 46.6％と女性の方がやや高い回答となっています。年齢別

では、７5 歳以下の 46.5％と比較し、７5 歳以上は 42.1％と低くなる傾向がみられ

ます。また、性・年齢別集計では、男性前期高齢者（45.3％）が後期高齢者（37.6％）

より高い傾向となっています。 

また、健康感と幸福感とのクロス集計では、「０点（とても不幸）」を除くと、幸

福感と健康感には正の比例傾向がみられます。 

このことから、引き続き「主観的健康感」（自分は健康であると感じている）の向

上のための生きがい、社会参加、健康づくりなどの施策を進めていく必要がありま

す。 

 

○リスク判定について 

複数の設問への回答を組み合わせて行った各種のリスク判定分析では、運動器の

機能低下のリスク該当者は、前回調査に比べてやや改善されたものの、閉じこもり

傾向、認知機能の低下の各リスク該当者の割合と、IADL※１低下者の割合が加齢に伴

って高くなっています。また、運動器の機能低下、転倒・閉じこもり・認知機能の

低下・うつのリスク該当者の割合は市街地に比べて中山間部、山間部で高くなって

います。 

このことから、引き続きフレイル（虚弱状態）や介護予防のための施策を進めて

いく必要があります。 

 

○社会参加について 

地域の会・グループ等の社会参加を月に１回以上している割合は、山間部では他

の圏域に比べて「介護予防のための通いの場」との回答が高く、「スポーツ関係のグ

ループやクラブ」「趣味関係のグループ」「学習・教養サークル」が少なくなってい

ます。 

今回の調査では、地域づくり活動への企画・運営役としての参加意向は 36.1％と

前回調査に比べて１ .７ポイント低くなっていますが、参加者としての参加意向は

58.2％と前回調査に比べて２.４ポイント高くなっています。 

このことから、参加意向のある高齢者が参加しやすい環境を整えていく必要があ

ります。 
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○介護保険サービスへの意向について 

介護保険サービスへの意向については、「施設や在宅サービスの量は現状程度とし、

保険料も現状程度とするのがよい」と回答した人は５３.８％と半数以上となり、前回

調査より１.５ポイント高くなっています。また、最期を迎えたい場所として、「在宅

（自宅・子どもの家・兄弟親族の家等）」と回答した人は、52.6％となっており、前

回調査に比べて４.0 ポイント高くなっています。 

このことから、介護保険料の伸びをできるだけ抑えつつ、施設・在宅サービスを

充実させる必要があります。 

 

○認知症について 

自身と家族の認知症状の有無については、９.７％の方が「はい」と回答しており、

前回調査より０.５ポイント高くなっています。 

また、認知症に関する相談窓口の認知度は 28.3％で、前回調査に比べて 3.４ポイ

ント低下しています。認知症上の有無とのクロス集計では、認知症状があると回答し

た半数近くが認知症に関する相談窓口を知らないという結果となりました。 

このことから、認知症に関する相談窓口の周知のための広報活動などの取組を強

化する必要があります。 

 

 

【在宅介護実態調査】 

○在宅生活の継続について 

要介護３以上の人では、要介護度が低い人に比べ、主な介護者が行う介護の種類

が多く、施設等への入所・入居を検討する人が多くなっています。施設等への入所・

入居を検討中もしくは申し込み済の高齢者が抱える傷病としては、「認知症」が最も

多くなっています。また、介護者が仕事を続けていくことが困難なケースにおいて

も「認知症」が最も多く、次いで「筋骨格系疾患」となっています。 

さらに、介護者が不安に感じる介護内容では「入浴・洗身」「夜間の排泄」「認知

症状への対応」が多くなっており、特に認知症の人を在宅で介護することに不安や

困難を感じている人が多いと言えます。 

また、在宅生活の継続に必要と感じる支援・サービスは「外出同行（通院、買い

物など）」「移送サービス（介護・福祉タクシー等）」が多くなっています。 

このことから、認知症に対する不安や負担の軽減に向けた支援やサービスを充実

させる必要があります。 

 

 

 

※１ 身の回り動作（食事、更衣、整容、トイレ、入浴等）・移動動作の次の段階である。 

具体的には、買い物、調整、洗濯、電話、薬の管理、財産管理、乗り物等の日常生活上

の複雑な動作のこと。 
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○仕事と介護の両立について 

就労継続の可否についてみていくと、「問題はあるが、何とか続けていける」と回

答した人が 58.5％と半数以上を占めています。また、主な介護者がフルタイムで働

いている割合は、要介護度が上がるにつれて低くなっており、現在働いている介護

者のうち、「介護のために『労働時間を調整』しながら、働いている」という人が多

くなっています。仕事と介護の両立に効果がある支援として「介護休業・介護休暇

等の制度の充実」「制度を利用しやすい職場づくり」と回答した人が最も多くなって

います。 

このことから、介護負担の軽減に向けた支援やサービスを充実させる必要があり

ます。 

 

〇医療ニーズの高い在宅療養者について 

要介護度別の訪問診療の利用の有無をみると、要介護３～５では約３人に１人が

訪問診療を利用しており、要介護度の重度化に伴い、訪問診療の利用割合が増加す

る傾向がみられました。 

このことから、在宅医療の充実及び在宅医療・介護連携のための体制を充実させ

る必要があります。 
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６. 亀岡市の課題 
 

 

(1) 第 8期計画の分析 

第８期計画期間（令和３年度から令和５年度）での高齢化率は、おおむね計画値

どおりに推移しました。 

要支援・要介護認定者数は、計画値に対し、要支援１、要介護２、要介護４では

増加傾向、その他の要介護度では減少傾向で推移しました。要支援・要介護認定者

全体では、減少傾向で推移しています。 

介護保険サービスの利用については、おおむね第８期計画値（見込額）のなかで

推移しています。 

第８期計画の基本目標に基づく各事業は、実施状況を計画と比較して次の評価区

分のとおり評価しました。 

 

評価区分 

ＡＡ 成果あり。計画策定時より大きく改善。 

Ａ 成果あり。計画策定時に比べ少し改善。 

Ｂ 成果はどちらとも言えない。変化なし。 

Ｃ 成果なし、取組が不十分・未実施。 

 

 

基本目標１ 地域包括ケアシステムの強化 

令和 22（2040）年を見据えた地域共生社会の実現に向け、今後ますます複雑

化・複合化する地域住民のニーズに対応するため、地域づくりに向けた支援を一体

的かつ重層的に支援する「重層的支援体制」の構築を検討しながら、地域包括ケア

システムのさらなる深化・推進を図りました。  

地域ケア会議の充実や地域包括支援センターの機能強化、元気高齢者の参入など

による生活支援サービスの充実、在宅医療・介護の連携の推進、認知症施策推進大

綱に基づく認知症の「予防」と「共生」を実現できる社会基盤の整備を推進しまし

た。 
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（１）相談体制・支援体制の強化（地域包括支援センターの機能強化） 
具体的施策 目標指標  令和３年度 令和４年度 評価 第９期 

① 総合相談支援の

充実 

広報 
目標 年３回 年３回 

Ａ 拡充 
実績 年３回 年３回 

相談件数 

（令和３年度末） 
実績 １７，７７７件 １９，６２７件 

② 介護予防ケアマ

ネジメントの充実 

プランナー１人につき 

社会資源をケアプラン

に採用するケース数 

目標 １ケース以上 １ケース以上 

Ｂ 変更 

実績 １ケース以上 １ケース以上 

③ 包括的・継続的

なケアマネジメン

トの充実 

各地域包括支援センタ

ーにおける年間開催数 

(研修会・事例検討会) 

目標 年間１回以上 年間１回以上 

Ｂ 変更 

実績 年間１回以上 年間１回以上 

④ ３職種以外の配

置を含めた適切な

運営確保 

各地域包括支援センタ

ーにおける機能強化職

員の配置人数 

目標 １名以上 １名以上 

Ｂ 継続 

実績 １名以上 １名以上 

⑤ 地域ケア会議の

強化 

地域ケア個別会議の開

催 

目標 年１４回 年７回 
Ａ 継続 

実績 年１３回 年１１回 

地域ケア個別会議への

医師参加（傍聴含む） 

目標 年２回 年７回 
Ｃ 継続 

実績 １回 年０回 

地域ケア推進会議の開

催 

目標 - 年７回 
Ａ 継続 

実績 実施方法検討 年７回以上 
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評価の理由、課題・対応策 今後の方向性 

目標指標には到達したが、介護予防・日常生活圏

域ニーズ調査で、相談できる先として「地域包括

支援センター・市役所」と回答した人は 15.8％

であり、認知度がまだ低い状況にある。 

地域包括支援センターがより身近な相談窓口と

なるよう広報活動等を充実させる。 

既にプランにつながっている高齢者については、

社会資源を把握し、高齢者の自立支援を目指した

プラン作成に生かすことができたが、介護予防を

より促進するにはプランにつながっていない高

齢者への積極的なアプローチが必要である。 

介護予防支援を推進するにあたり、高齢者に直接

アプローチし、積極的に介護予防の情報を届ける

ため、訪問調査を実施する。 

各センターで介護支援専門員に対する研修会の

開催や、地域ケア個別会議で事例検討を行うこと

ができた。今後は高齢者が住み慣れた地域で生活

を継続するため、日常生活支援に取り組む必要が

ある。 

生活支援体制整備事業との連携強化と、不足す

る資源について関係機関との協働体制の充実を

図る。 

各センターに機能強化職員を配置し、適切な運営

確保に努めた。 

今後も機能強化職員を配置し、センターの適切

な運営を図るため継続する。 

地域ケア個別会議を開催し、多職種協働の事例検

討を行うことができたが、そこから資源開発や政

策形成までつなげることはできていない。 

今後も地域ケア個別会議を継続し、資源開発や

政策形成の機能の実施体制を構築するため継続

する。 

地域ケア個別会議において、医師の参加が困難で

あった。 

医師の参加は困難であるため、今後は傍聴等の

対応のみとする工夫をし、継続する。 

地域ケア推進会議を各地域で開催することがで

き、今後も地域とのネットワーク構築を推進して

いく必要がある。 

地域ケア推進会議を継続して開催し、地域課題

の把握を行うため継続する。 
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（２）生活支援体制整備の推進 
具体的施策 目標指標  令和３年度 令和４年度 評価 第９期 

① 生活支援体制整

備の推進 

生活支援コーディネー

ターの設置数（１層） 

目標 １人 １人 
Ｂ 拡充 

実績 １人 １人 

生活支援コーディネー

ターの設置数（２層） 

目標 １人 ３人 
Ｂ 拡充 

実績 １人 ２人 

集いの場の数 
目標 １１３か所 １１３か所 

Ａ 拡充 
実績 １２０か所 １２５か所 

就労的支援コーディネ

ーター設置数 

目標 １人 １人 
Ｂ 継続 

実績 １人 １人 

１層協議体の数 
目標 １つ １つ 

Ｂ 継続 
実績 １つ １つ 

２層協議体の数 
目標 １つ ３つ 

Ｂ 継続 
実績 １つ １つ 

 

（３）認知症施策の推進 
具体的施策 目標指標  令和３年度 令和４年度 評価 第９期 

① 認知症への理解

を深めるための知

識の普及啓発 

認知症市民公開講座 

開催回数 

目標 年１回 年１回 
Ｂ 継続 

実績 ０回 年１回 

認知症市民公開講座 

参加者数 

目標 １２０人 １２０人 
Ｂ 継続 

実績 ０人 ９８人 

認知症カフェ開催回数 
目標 年４０回 年４０回 

Ａ 継続 
実績 年３５回 年４０回 

認知症カフェ 

のべ参加者数（年間） 

目標 ８０人 ８０人 
Ａ 継続 

実績 ７５人 ８０人 

認知症サポーターの養

成数（年間） 

目標 ４００人 ４００人 
Ｂ 継続 

実績 １１９人 ２０２人 

認知症サポーター養成

講座 実施回数  

目標 年２０回 年２０回 
Ｂ 継続 

実績 年７回 年１２回 

認知症サポーター 

活動回数 

目標 年５回程度 年１０回程度 
ＡＡ 継続 

実績 年５回 年３９回 
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評価の理由、課題・対応策 今後の方向性 

年度当初は２層生活支援コーディネーターを委託

先以外に所属する人を含む３人設置していたが、

途中で 1 人離職となった。安定して生活支援コー

ディネーターを設置する体制を構築する必要が

あったことから、委託先において設置する方向に

変更した。 

今後も委託先において生活支援コーディネータ

ーを設置し、重層的支援体制整備事業とも連携し

ながら、現在の体制を維持する。 

集いの場の把握や新たな立ち上げ支援、担い手の

発掘等を行うことができた。 

地域づくりの参加意向のある住民とつながるこ

とで、見守りなどを行う人を増やし、サロン活動

については活性化を図るため拡充する。 

就労的支援コーディネーターを１人設置していた

が、役割が明確ではなかったため、「いきいき健幸

ポイント制度」との連動を図った。 

高齢者の社会参加を促進するため、今後も「いき

いき健幸ポイント制度」と連動させるため継続す

る。 

市民とともに第２層協議体準備会を立ち上げ、本

市の実情に合った第２層協議体のあり方を検討し

た。その結果、圏域を超えた地域課題別の第２層

協議体を開催することとした。 

今後は決定した形での第２層協議体会議を開催し

ていくため継続する。 

 

 
評価の理由、課題・対応策 今後の方向性 

高齢化に伴い認知症の人も増加することが予測

されるため、当事者と家族の生活・悩みを理解し

て、支援に生かせる啓発活動を行う必要がある。 

参加しやすい開催方法の検討が必要である。 

認知症に関する情報発信、啓発が重要であるため

継続する。 

参加者の状況や求められるものが個々に違い、場

所や回数の妥当性の見極めが難しいが、当事者が

参加しやすく、居心地の良い場所、当事者家族同

士が交流を図れる場として今後も必要である。 

当事者、家族が介護の悩みや不安な思いなどを気

軽に話せる場を提供するため継続する。 

認知症サポーターが地域住民や商業施設、小学校

等幅広い立場の人に広がっている。今後も認知症

サポーターについて周知し、認知症の見守り体制

づくりを進める必要がある。 

養成されたサポーターのうち活動する人数を増

やす必要があるため継続する。 

市主催型も含め、より幅広い人が受講し認知症へ

の理解を深めてもらうため継続する。 

利用者の話を傾聴・会話をし、認知症の人と家族

への支援を考えることができ、資質向上の効果が

あった。 

認知症の人や家族の話を傾聴、会話することでサ

ポーターとしての活動を考え実践する機会を得

ることができるため継続する。 
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具体的施策 目標指標  令和３年度 令和４年度 評価 第９期 

② 認知症支援体制

の整備と関係機関

の連携 

ケースがおおむね６か

月で医療・介護につな

がる割合 

目標 １００％ １００％ 
Ａ 継続 

実績 １００％ １００％ 

認知症高齢者事前登録

制度 広報回数 

目標 年１回 年１回 
Ａ 継続 

実績 年１回 年１回 

認知症高齢者事前登録

制度 名簿更新回数 

目標 年１回 年１回 
Ａ 継続 

実績 年１回 年１回 

 

（４）在宅医療・介護の連携推進 
具体的施策 目標指標  令和３年度 令和４年度 評価 第９期 

① 在宅医療・介護

の連携の実態把握、

課題の検討、課題に

応じた施策立案 

亀岡市地域医療・介護・

福祉連携推進会議の開

催回数 

目標 
おおむね 

月１回 

おおむね 

月１回 
Ａ 継続 

実績 
おおむね 

１２回 

おおむね 

月１回 

② 地域の関係者と

の関係構築・人材育

成 

関係者研修会（かめお

か医療連携研究会）等

の開催回数 

目標 年３回以上 年３回以上 
Ｂ 継続 

実績 年１回 年１回 

人材確保イベント（魅

力発信フェア）の開催

回数 

目標 年１回 年１回 
Ｂ 変更 

実績 年０回 年０回 

③ 在宅医療・介護

の連携に向けた基

盤強化 

講演会実施回数 

（市民への啓発活動） 

目標 年５回以上 年５回以上 
Ｂ 継続 

実績 年１回 年２回 
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評価の理由、課題・対応策 今後の方向性 

専門医の助言のもと、認知症の包括的観察・評価

に基づく初期集中支援を行うことができた。 

初期集中支援後、支援者へ引き継ぐことで対象者

が適切な医療、介護サービスを利用した生活を送

れるようにするため継続する。 

広報誌だけでなく公式 LINE 等 SNS も活用し、

閲覧者に広報した。 

行方不明になるおそれのある認知症の人のため

の制度をより幅広い人に周知するため継続する。 

事前登録名簿を更新し、関係機関等に情報提供を

図り、行方不明者を早期発見できるシステムづく

りを推進した。 

行方不明発生時の連携だけでなく、日常的な見守

りに活用するため継続する。 

 

 
評価の理由、課題・対応策 今後の方向性 

推進会議での決定事項について、各部会活動を実

施することができた。 
状況に応じた検討が必要なため継続する。 

関係者のスキルアップと関係づくりのため、継続

的に開催することや新規参加者が参加しやすく

なる場づくり、テーマ等の工夫が必要である。 

関係者のスキルアップと関係づくりが必要なた

め継続する。 

効果的な実施方法の検討が必要である。 
医療分野だけでなく、人材確保についての総合的

な検討が必要である。 

市民が自ら考える機会となる情報発信を継続す

るため、引き続き関係者間での情報共有と発信内

容の検討をする必要がある。 

市民が正しく情報を得る機会として啓発活動が

重要なため継続する。 
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基本目標２ 住み慣れた地域で健康でいきいきと暮らせるまちづくり 

健康でいきいきといつまでも暮らしていくためには、年齢にとらわれることな

く、生きがいや役割を持ち、自分らしい姿で暮らし、地域の人々と助け合い支え合

うことが重要です。  

高齢者が生きがいを感じ、社会を支える一員として活躍できるよう、高齢者の活

動支援や就労支援、健康づくりの推進、地域活動・地域交流の支援、生活空間のバ

リアフリー化や地域居住のための支援を含めた地域環境の整備とともに、介護予防

の取組を推進しました。 

 

（１）介護予防・日常生活支援総合事業の推進 
具体的施策 目標指標  令和３年度 令和４年度 評価 第９期 

① 介護予防・日常

生活支援サービス

事業の取組 

利用者数（訪問） 
目標 ２３３人 ２４２人 

Ｂ 継続 
実績 ２１０人 ２３２人 

利用者数（通所） 
目標 ３８９人 ４０５人 

Ｂ 継続 
実績 ３５９人 ３９１人 

② 一般介護予防事

業の推進 

介護予防教室開催回数 
目標 年７０回 年７０回 

Ｂ 継続 
実績 年２８回 年６５回 

介護予防教室 のべ参

加者数（年間） 

目標 １，４００人 １，４００人 
Ｂ 継続 

実績 ３１６人 ８５８人 

体力測定事業 のべ参

加者数（年間） 

目標 ４００人 ４００人 
Ｂ 継続 

実績 ４２７人 ３７４人 

「出前健康講座」広報

回数 

目標 年３回 年３回 
Ｂ 継続 

実績 年２回 年４回 

介護予防拠点活動事業

実施場所の数 

目標 ６か所 ６か所 
ＡＡ 継続 

実績 ６か所 １０か所 

介護予防拠点活動事業

のべ参加者数 

目標 ２，１６０人 ２，５４４人 
ＡＡ 継続 

実績 １，７２０人 ３，６５３人 
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評価の理由、課題・対応策 今後の方向性 

後期高齢者の増加に伴い利用者数が増加した。 

後期高齢者の増加に伴い今後も利用者数の増加

が見込まれるため、サービス提供体制を充実させ

るため継続する。 

少し落ち込みのみられるプレフレイル状態にあ

る人やこれまで参加のなかった人の参加を期待

したが、毎回９割がリピート参加者となったため、

初回参加者を増やす開催方法や広報についての

検討が必要である。 

新規の参加者が増えるように広報周知方法を検

討し継続する。 

効果的な広報内容・方法について検討し実施して

いく。 

高齢者が自身の身体機能について知り、介護予防

に興味を持つきっかけづくりの機会とするため

継続する。 

効果的な広報内容・方法について検討し実施して

いく。 
健康づくりの普及啓発のため、継続する。 

既存の４拠点に加えてフレイル予防に特化した事

業を実施しているが、実施地域が限られているた

め、今後は未実施の地域においても実施を検討す

る必要がある。 

介護予防の普及啓発に資する運動、栄養及び口腔

等に係る介護予防教室等を行うことにより、要介

護状態または要支援状態への進行を防止し、健康

の保持と福祉の増進を図るため、継続する。 
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（２）健康づくりの推進と介護予防の一体的な実施 
具体的施策 目標指標  令和３年度 令和４年度 評価 第９期 

① 健康づくり支援

の充実 

健康イベント（健康い

きいきフェスティバ

ル）の開催回数 

目標 年１回 年１回 
Ｂ 継続 

実績 年０回 年０回 

特定健診の受診率が現

状より増加する 

目標 増加 増加 
Ｂ 継続 

実績 減少 減少 

健康相談開催回数 
目標 年１２回 年１２回 

Ｂ 継続 
実績 年５回 年６回 

② 高齢者の保健事

業と介護予防の一

体的な実施 

支援対象となる「通い

の場」の数 

目標 ５か所 ５か所 
ＡＡ 継続 

実績 ６か所 １４か所 

 

（３）高齢者の活動支援（生きがいづくり） 
具体的施策 目標指標  令和３年度 令和４年度 評価 第９期 

① 活動機会の拡充 

老人クラブ会員数 
目標 ２，２００人 ２，２００人 

Ｃ 継続 
実績 ２，１０５人 １，７２８人 

亀岡市さわやか教室

（実施日数） 

目標 ５日 ５日 

Ｂ 継続 

実績 ５日 ５日 

亀岡市さわやか教室 

（のべ参加者数（年

間）） 

目標 １，０００人 １，０００人 

Ｂ 継続 

実績 ３３９人 ３９０人 

三大シンボル講座（コ

レージュ・ド・カメオ

カ、生涯学習市民大学、

丹波学トーク）のべ参

加者数 

目標 ３，９９０人 ４，０６０人 

Ｂ 継続 

実績 ７９０人 １，６５４人 

生涯スポーツ事業参加

者 

目標 ４，８５５人 ５，０１０人 

Ｂ 継続 

実績 ７５６人 ４，４３９人 
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評価の理由、課題・対応策 今後の方向性 

あらゆる世代に向けての健康づくりの啓発がで

きるよう効果的な方法の検討が必要である。 

健康に関する関心を高めてもらうため、継続す

る。 

受診機会の確保と、受診啓発の方法を検討し、実

施していく。 
市民の健康増進のため、継続する。 

今後も効果的な開催場所、方法について検討し、

実施していく。 

健康に関する関心を高めてもらうため、継続す

る。 

社会福祉協議会や地域包括支援センター等と情

報共有や連携をしながら、通いの場の人に対する

支援を検討する。 

今後も通いの場でポピュレーションアプローチ

を実施し、健康維持、増進に努める必要があるた

め継続する。 

 

 
評価の理由、課題・対応策 今後の方向性 

亀岡市老人クラブ連合会の新しい拠点の設置に

伴う会員数増加のための活動を支援する。 

引き続き、老人クラブ活動の活性化及び会員数増

加のため支援を行うため継続する。 

平成 30 年度から「高齢者さわやか教室」から「亀

岡市さわやか教室」に名称を変更し、おおむね 60

歳以上の市民を対象として実施してきた。少しず

つではあるが、60 歳前後の比較的若い層も増加

傾向にある。 

受講者の中に、夫婦以外にも家族や親子での受講

が複数みられるようになってきた。家族が送迎だ

けでなく、一緒に受講していただく機会となるよ

う声を掛けていくとともに、幅広い年齢層へバリ

エーション豊富な内容を提供していかなければ

ならない。 

さわやか教室は 10 年以上実施してきた事業であ

り、高齢者の生きがいづくりや学びの場として多

くの方に受講いただいている。今後は開催場所を

ガレリアかめおか以外にも高齢者の多く住む地

域に設定するなど、より一層受講者が参加しやす

いよう工夫をしながら継続する。 

それぞれの講座の理念に沿ったテーマ、講師を選

定し、生涯学習の機会を提供した。新型コロナウ

イルス感染症対策による開催制限や人数制限が

緩和し、前年度比で参加者数が増加した。 

今後も市民ニーズや社会情勢を把握しながら、多

彩な生涯学習機会を検討、提供する。 

第３次亀岡市生涯学習推進基本計画に基づき、三

大シンボル講座について、公益財団法人生涯学習

かめおか財団との連携・協力を行い、運営してい

くこととしているため、継続する。 

市民が誰でも気軽に参加できる事業を推進した。

幅広い参加者に向けた実施内容の検討とコロナ

禍が明けた現在の参加者のニーズに合った内容

を検討することが今後の課題である。 

数値目標の達成を目指すとともに、子どもから高

齢者までの自主的・継続的なスポーツライフの実

現に向けたサポートを行うため継続する。 
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具体的施策 目標指標  令和３年度 令和４年度 評価 第９期 

① 活動機会の拡充 

老人福祉施設（介護予

防センター）の使用日

数 

目標 ３７０日 ３７０日 
Ｂ 継続 

実績 ２１４日 ３３４日 

老人福祉施設（介護予

防センター） のべ利

用者数 

目標 ４，９００人 ４，９５０人 
Ｂ 継続 

実績 ２，０６６人 ３，２２１人 

敬老乗車券の販売冊数 
目標 ３，０００冊 ３，０００冊 

Ｂ 継続 
実績 １，６９７冊 ２，３８０冊 

敬老乗車券の購入者数 
目標 １，８００人 １，８００人 

Ｂ 継続 
実績 １，０６１人 １，５３２人 

② 就労機会の拡大 

シルバー人材センター

の会員数 

目標 ６４０人 ６６０人 
Ｃ 継続 

実績 ５６０人 ５２７人 

シルバー人材センター

の受注件数 

目標 ６，２００件 ６，３００件 
Ｃ 継続 

実績 ５，４９９件 ５，３７１件 
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評価の理由、課題・対応策 今後の方向性 

曽我部いこいの家、畑野健康ふれあいセンターと

もに利用者のほとんどが地元の団体のため、新し

い利用者に来ていただけるような方策を検討す

る。 

今後も、高齢者の生きがい活動を支援し、介護予

防事業の実施並びに介護知識及び介護予防の普

及を図る必要があるため、新規利用者参入に関す

る方策を検討し、継続する。 

燃料費の高騰により委託業者への支払単価の見

直しが必要とされており、委託業者との協議を進

める必要がある。 

免許返納等により公共交通機関を利用する機会

が多い高齢者の移動手段の確保及び市内の公共

交通機関の利用を促進するため、委託業者と支払

い単価について協議を進め、継続する。 

会員数の減少が続いており、ポスター掲示等、広

報活動を広げていく必要がある。 

シルバー人材センターが高齢者の就業機会を開

拓することにより、社会参加の促進や生きがい創

出にも寄与しており、高齢者が増加するなかで重

要な役割を担っていく機関として安定的に運営

がなされるよう、運営支援を継続する。 
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基本目標３ 高齢者の安全・安心な暮らしを支える体制づくり 

生活面に困難を抱える高齢者等への支援と住まいや生活環境の取組を一体的に

進めるなど、高齢者にとって生活機能が低下した場合にも、安全・安心で優しい居

住環境の整備を推進しました。 

また、高齢者への防犯や交通安全に対する普及啓発や災害時の支援体制の整備を

図りました。 

さらに、高齢者を地域で支える仕組みができるよう、ボランティア活動の推進や

市民団体の育成支援に取り組みました。 

 

（１）権利擁護の促進 
具体的施策 目標指標  令和３年度 令和４年度 評価 第９期 

① 高齢者虐待の防

止 

専門職等への周知及び

市民への啓発 

目標 年１回以上 年１回以上 
Ｂ 継続 

実績 年１回 年１回以上 

高齢者虐待ネットワー

ク会議の開催 

目標 年１回 年１回 
Ｂ 継続 

実績 年１回 年１回 

② 成年後見制度の

利用促進 

権利擁護支援の地域連

携ネットワークにおけ

る中核機関設置 

目標 設置 運用 
Ｂ 継続 

実績 設置 運用 

③ 福祉サービス利

用援助事業の活用 

社会福祉協議会におけ

る生活援助事業への助

成金交付 

実績 - １件 Ｂ 継続 

④ 消費者被害対策

の強化  

消費者被害の普及啓発

広報回数 

目標 年１回以上 年１回以上 

ＡＡ 継続 
実績 

広報誌１２回 

ホームページ

１２回 

広報誌１２回 

ホームページ

１２回 

 

（２）住まいの整備 
具体的施策 目標指標  令和３年度 令和４年度 評価 第９期 

① 介護保険外入所

施設・高齢者向け住

宅の充実 

市内の軽費老人ホー

ム・サービス付き高齢

者住宅の戸数 

実績 １０戸 ３３戸 - 継続 

② 住宅のバリアフ

リー化  
- 実績 - - - - 

③ 安全な住まい整

備の支援  
- 実績 - - - - 

④ 養護老人ホーム

への入所措置 

養護老人ホームの措置

件数 
実績 ０件 １件 - 継続 
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評価の理由、課題・対応策 今後の方向性 

高齢者虐待の相談件数が増えてきたことは、早期

発見のためのネットワークはできているといえ

るが、進捗管理ができる体制をとる必要がある。 

虐待の早期発見や防止のために、進捗管理ができ

る体制を整え、継続する。 

権利擁護支援の地域連携ネットワークにおける

中核機関を設置し、必要時に家庭裁判所・京都府・

弁護士会・司法書士会・社会福祉士会などと協議

ができる体制を構築できた。今後はより広い関係

機関とのネットワークを構築していく必要があ

る。 

中核機関の運営を継続し、地域における様々な関

係機関（医療機関や銀行等）とのネットワーク構

築を図るため継続する。 

広報誌だけでなく、ホームページにも掲載し、広

報した。今後も効果的な広報内容・方法について

検討し実施していく。 

消費者被害を減らすために、普及啓発を実施する

ことが必要であるため継続する。 

 

 
評価の理由、課題・対応策 今後の方向性 

- 

引き続き、京都府や関係機関と連携し、軽費老人

ホームやサービス付き高齢者向け住宅など住ま

いの確保と充実に努めるため継続する。 

- - 

- - 

措置した後の対応がなされず措置期間が長くな

るケースが過去にあったので、措置した後どのよ

うに支援していくかを関係機関で協議する必要

がある。 

虐待により侵害された高齢者の権利擁護を確保

するために、継続する。 
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（３）安全・安心な生活環境づくり 
具体的施策 目標指標  令和３年度 令和４年度 評価 第９期 

① 災害時における

要支援者の避難支

援体制の整備 

個別避難計画の作成件

数 

目標 １００件 １５０件 

Ｃ 継続 

実績 ５８８件 
新規 ８０件 

累計 ５９０件 

② 命のカプセル 

命のカプセル新規配付

数 

目標 ７００件 ７００件 
Ｂ 継続 

実績 ６７８件 ４９９件 

命のカプセル（新規配

付＋情報シート配付） 
実績 １，１８６件 ８６０件 Ｂ 継続 

命のカプセル普及啓発

（市広報掲載） 

目標 年１回 年１回 
Ｂ 継続 

実績 年１回 年１回 

③ 交通安全対策の

充実 

運転免許証の自主返納

者支援事業申請者数 

目標 ３７０件 ３８０件 
Ｃ 拡充 

実績 ３９７件 ３２４件 

高齢者事故件数 
目標 ３６件 ３３件 

Ｃ 継続 
実績 ４６件 ７１件 

 

（４）地域活動・地域交流の支援（地域福祉活動や地域コミュニティの育成） 
具体的施策 目標指標  令和３年度 令和４年度 評価 第９期 

①ボランティア・

NPO 活動の促進 
- 実績 - - - - 

② 市民活動団体・

組織の育成・支援 
自治会加入世帯数 

目標 ８２．３％ ８２．３％ 

Ｃ 継続 

実績 ８２．１％ ８０．４％ 
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評価の理由、課題・対応策 今後の方向性 

市民の理解促進のための啓発として、地域での研

修会等を通して、周知していく必要がある。 

中長期的な課題として、作成済みの計画につい

て、より実用的な計画となるよう、福祉専門職や

自治会、民生委員等と連携しながら更新していく

必要がある。 

名簿の新規掲載者及び未回答者への案内を今後

も継続して行っていくとともに、関係機関と連携

しながら更新を行っていくため継続する。 

中に封入している救急医療情報シートが更新さ

れていない、保管場所が適切でない等の課題があ

る。 

今後携帯性が高い形状に変更する等改善を検討

する。 

配付することで、万が一の時のために活用できる

と考えるため、見直し検討も含め継続する。 

年に１回市広報誌を活用しているが、SNS を活用

することも検討する。 
SNS を活用する等工夫し、継続する。 

高齢化社会による交通事故防止の観点から今後

も自主返納を促す取り組みに努める。 

支援内容に交通系 IC カードを追加し、支援をよ

り一層充実させることで、自主返納のきっかけづ

くりとする。 

事故件数が増加しているため、減少に向けて今後

も街頭啓発等を行っていくため継続する。 

 

 
評価の理由、課題・対応策 今後の方向性 

- - 

今後も、自治会加入率維持に向けて、転入者への

案内、開発業者への指導により、自治会加入促進

を進めていく必要がある。 

自治会は、同じ地域に住む人たちが、協力し合い

支え合いながら、より良い地域づくりのために活

動している住民組織であるため、自治会加入率維

持に向けて、自治会加入促進を進めていく必要が

あるため継続する。 
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基本目標４ 介護保険をはじめとしたサービス基盤の整備 

介護保険を必要とする人に過不足ない介護保険サービスが提供されるよう、事業

者、専門職が連携して支援できる体制整備を推進しました。 

介護保険の適正な利用に向けた普及啓発を行うとともに、適切な介護サービスが

提供できるよう、介護人材の確保や質の向上、業務の効率化に努めました。ケアプ

ランチェックや請求内容の点検などを実施し、介護給付の適正化を推進しました。 

また、介護予防の基本理念や保険者としての方針について、事業者、専門職など

に対して周知するとともに、介護者に対して介護知識・技術の習得支援や介護者同

士の交流の機会などを提供し、介護に疲弊してしまうことを防ぎます。 

さらに、高齢者が災害や感染症の脅威に直面した場合にも安全を確保できるよ

う、関係機関と連携し対策を進めました。 

 

（１）介護保険サービス 
具体的施策 目標指標  令和３年度 令和４年度 評価 第９期 

①サービスの質向

上に向けた取組 

地域密着型サービス事

業所の実地指導件数 

目標 ５件 ５件 
Ａ 継続 

実績 ８件 ６件 

集団指導の実施 
目標 年１回 年１回 

Ａ 継続 
実績 年１回 年１回 

リハビリテーション提

供事業所数 

目標 １５事業所 １７事業所 
Ｂ 継続 

実績 １７事業所 １７事業所 

居宅介護（介護予防）支

援事業所の実地指導件

数 

目標 ７件 ８件 
Ｃ 継続 

実績 ７件 ３件 

研修の実施回数 
目標 年１回 年１回 

Ｂ 継続 
実績 年１回 年１回 

介護人材確保助成事業

の件数 

目標 ２０件 ２０件 
ＡＡ 継続 

実績 ５件 ２８件 

介護相談員の人数 
目標 ３人 ３人 

Ｂ 変更 
実績 ３人 ３人 

介護相談員の派遣回数 
目標 年７２回 年７２回 

Ｃ 変更 
実績 年０回 年０回 
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評価の理由、課題・対応策 今後の方向性 

計画どおり実施。 計画的に指導を実施するため継続する。 

計画どおり実施。 計画的に指導を実施するため継続する。 

計画どおり実施。 
リハビリテーション提供事業所数を増やしてい

くため継続する。 

計画どおり実施できなかった。 計画的に指導を実施するため継続する。 

ケアプラン点検の研修を開催した。 計画的に研修を実施するため継続する。 

制度の周知が進み、申請件数が増加した。 補助金を継続して実施する。 

介護施設へ相談員を派遣していたが、感染対策等

の問題で事業実施が困難であった。 

介護相談員派遣事業は廃止し、地域包括支援セン

ター等の相談窓口を充実する。 

介護施設へ相談員を派遣していたが、感染対策等

の問題で事業実施が困難であった。 

介護相談員派遣事業は廃止し、地域包括支援セン

ター等の相談窓口を充実する。 
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具体的施策 目標指標  令和３年度 令和４年度 評価 第９期 

① サービスの質向

上に向けた取組 

特養待機者の減少 
目標 ６０人 ５０人 

ＡＡ 継続 
実績 ６８人 ４９人 

要介護認定の委託調査

の事後点検 

目標 全件実施 全件実施 
Ｂ 継続 

実績 全件実施 全件実施 

ケアプラン点検の件数 
目標 ２１件 ２４件 

Ａ 継続 
実績 ４８件 ３６件 

住宅改修・福祉用具の

点検 

目標 全件実施 全件実施 
Ｂ 継続 

実績 全件実施 全件実施 

縦覧点検・医療情報と

の突合 

目標 全件実施 全件実施 
Ｂ 継続 

実績 全件実施 全件実施 

介護給付費通知 
目標 年１回 年１回 

Ｂ 変更 
実績 年１回 年１回 

② 防災・感染症対

策の推進 

事業所における非常災

害対策計画の策定率 

目標 １００％ １００％ 
Ａ 継続 

実績 １００％ １００％ 

事業所における避難訓

練の実施率 

目標 １００％ １００％ 
Ｃ 継続 

実績 １００％ ８２．４％ 

 

（２）高齢者福祉サービス 
具体的施策 目標指標  令和３年度 令和４年度 評価 第９期 

①高齢者福祉サー

ビスの整備 

寝具洗濯乾燥消毒実施

件数 
実績 ３件 １件 - 継続 

緊急通報装置新規設置

件数 
実績 ２７件 ２５件 - 継続 

高齢者自立支援住宅改

修費助成金交付件数 
実績 ０件 ０件 - 継続 

福祉電話設置件数 実績 １件 １件 - 継続 

 

  



第２章  亀岡市の高齢者を取り巻く状況  

59 

 

評価の理由、課題・対応策 今後の方向性 

介護施設の整備が進み待機者数は減少している。 適正な介護サービス量を維持するため継続する。 

計画どおり実施。 継続して実施する。 

計画どおり実施。 継続して実施する。 

計画どおり実施。 継続して実施する。 

計画どおり実施。 継続して実施する。 

計画どおり実施。 
給付適正化事業の見直しに伴い項目から削除す

る。 

計画どおり実施。 
100％が達成できるよう事業所を指導するため

継続する。 

計画どおり実施。 
100％が達成できるよう事業所を指導するため

継続する。 

 

 
評価の理由、課題・対応策 今後の方向性 

件数の少ない原因として、認知度が低いことを考

え、SNS 広報を活用する等、必要としている人に

情報を届けることが必要である。 

件数は少ないが、広報方法を工夫し福祉サービス

を継続することで、日常生活の維持を図る。 

設置数が年々減少している。広報活動や民生委員

を通しての資料配布など、市民への周知を広めて

いく必要がある。 

一人暮らし高齢者の体調不良による緊急時の不

安を解消するサービスであり、安心安全な生活を

送っていただくために、広報方法を工夫し継続す

る。 

件数の少ない原因として、認知度が低いことを考

え、SNS 広報を活用する等、必要としている人に

情報を届けることが必要である。 

件数は少ないが、広報方法を工夫し福祉サービス

を継続することで、日常生活の維持を図る。 

件数の少ない原因として、認知度が低いことを考

え、SNS 広報を活用する等、必要としている人に

情報を届けることが必要である。 

件数は少ないが、広報方法を工夫し福祉サービス

を継続することで、日常生活の維持を図る。 
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具体的施策 目標指標  令和３年度 令和４年度 評価 第９期 

①高齢者福祉サー

ビスの整備 

高齢者ごみ出し支援事

業の進捗状況 
実績 車両購入 １８件 - 拡充 

介護用品支給件数 実績 １４件 １７件 - 拡充 

認知症高齢者等居場所

確認専用端末機貸与件

数 

実績 ０件 １件 - 継続 

在宅高齢者介護激励金

支給件数 
実績 ０件 ０件 - 継続 

家族介護慰労金支給件

数 
実績 ０件 １件 - 継続 

認知症等高齢者の新規

登録件数 
実績 １１件 ４０件 - 継続 

②高齢者福祉サー

ビスの周知活動の

実施 

サービスガイドブック

の配布冊数/作成冊数 
実績 

８７０冊/ 

１，０００冊 

(配布/作成) 

１，１００冊/

１，１００冊 

(配布/作成) 

- 継続 
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評価の理由、課題・対応策 今後の方向性 

【課題】申請数に対して、収集上限が超える可能

性がある。 

【対応策】収集車を増やし、収集体制を強化する。 

【中長期的な課題】現在設定している高齢者の年

齢制限等の事業に対する条件を拡大する。 

申請数が増加傾向にあるため、今後収集体制を見

直し、実施数を拡充する方向で進めていく。 

事業のニーズが高く、利用者は増加傾向である。

また国から事業財源の見直しを求められており、

対応が必要である。令和５年度中に事業見直しを

実施する。 

助成金額の増額、対象品目の増加、対象者の見直

しと事業財源の見直しを令和６年度から実施予

定である。 

携帯電話普及に伴い、GPS 機能を携帯電話に付

加することができるようになってから新たな機

器を携帯することの難しさから、利用できる人が

限られている。 

早期発見・対応、見守りを目的としているため、

利用のしやすさを考慮し継続する。 

件数の少ない原因として、認知度が低いことを考

え、SNS 広報を活用する等、必要としている人に

情報を届けることが必要である。 

件数は少ないが、福祉サービスを継続すること

で、日常生活の維持を図る。 

件数の少ない原因として、認知度が低いことを考

え、SNS 広報を活用する等、必要としている人に

情報を届けることが必要である。 

件数は少ないが、福祉サービスを継続すること

で、日常生活の維持を図る。 

行方不明者の早期発見・日常生活の安全確保に努

めるとともに、関係機関との連携を図り、早期発

見につながるシステムづくりを推進した。 

関係機関との連携のもと、行方不明時の早期発

見、日常的な見守りを行うシステムであり、登録

者の安全な生活のため継続する。 

地域包括支援センターや民生委員から、広報のた

め多くの部数を必要とされることがあり、年度末

には不足する状態になったため、適切な印刷部数

について検討する。 

高齢者福祉サービスを紹介している冊子であり、

広報に活用しているため継続する。 
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(2) 亀岡市の現状から見える課題 

〇少子高齢化、地域共生社会の実現、地域包括ケアシステムの深化・推進 

全国的な少子高齢化とそれに伴う地域共生社会の実現という流れは、亀岡市にお

いても同様であり、今後ますます何らかの問題を抱える高齢者は増加・多様化し、

質的にも量的にも様々な支援が必要となります。その一方で現役世代は減少するた

め、従来の「支える側」「支えられる側」という関係を超えた支援体制を構築するこ

とが目指されています。また、要介護３～５では約３人に１人が訪問診療を利用し

ているなど、医療・介護の複合的なニーズを持つ高齢者が増加しており、医療・介

護連携の必要性が高まっています。介護サービスを医療提供体制と一体的に整備し

ていくことが重要であり、高齢者が可能な限り、住み慣れた地域で自分らしく生活

できる仕組みづくりとして、引き続き「地域包括ケアシステム」を推進する必要が

あります。 

 

〇高齢者の介護予防や健康づくり、生きがいづくり 

亀岡市の高齢者は、年齢が上がるにつれて、運動器の機能低下や閉じこもり傾向、

認知機能の低下といった要介護状態となり得る様々なリスクの該当割合が高まるも

のの、「自分は健康である」と感じている人が多くいます。また、生活機能評価では、

低栄養、口腔機能の低下、うつのリスクを除く全てのリスク判定で、前回調査から

該当者の割合が減少しています。今後も多くの高齢者が「自分は健康である」と感

じられるよう、介護予防をはじめ健康づくりに関する取組を引き続き充実させる必

要があります。 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、「自分は幸せである」という主観的幸福

感が高い人は４割程度、地域の会や趣味のグループへの参加意向を持つ人は６割程

度いました。また、参加意向を持つ人が健康や生きがいを高めるための様々な活動

につながるよう、通いの場の把握や居場所づくりを推進し、既存の取組や地域資源

の効果的な活用や連携を図る必要があります。 

幸福感と主観的健康感の関係について、「とても不幸」を除くと、主観的健康感は

幸福感が高いほど健康状態がよい方が多くなっています。「自分は健康である」と感

じる人を増やしていくためには精神的健康を高めることも重要です。 
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〇介護保険サービスの充実・介護人材の確保 

介護保険事業についてみると、要介護度が高いほど介護保険サービスの利用が多

くなっており、要介護３～５の方でも家族の介護を受けている方が多いことから、

現状として、要介護状態であっても介護サービスの利用をはじめ、家族等の介護者

に支えられ生活していることがうかがえます。 

高齢者のみの世帯の増加や、85 歳以上人口の増加に伴い、認知症の人や認知機能

が低下した高齢者の増加が見込まれるなかで、地域で生活する高齢者等の意思決定

支援や権利擁護の重要性が高まっています。必要な介護サービス需要が変化・多様

化することが想定される一方、生産年齢人口の急減に直面することを踏まえ、必要

なサービスが過不足なく提供できる体制を維持する必要があります。そのためには、

介護給付適正化をはじめ、介護支援専門員等の質の向上、業務の効率化などを着実

に推進することが求められます。特に、介護人材の確保や介護現場における生産性

の向上については、働きやすい職場環境の整備や、課題に応じた介護ロボット・ＩＣ

Ｔの活用なども含めた検討が必要です。 

 

〇認知症施策の充実 

介護予防・日常生活圏域ニーズ調査では、自身や家族に認知症状があると回答し

た人でも、半数近くが認知症に関する相談窓口を知らないという結果になっており、

幅広い世代への認知症に関する情報提供と、認知症への理解を深めるための正しい

知識の普及啓発を継続することが重要です。 

在宅介護実態調査では、在宅介護を継続する上で介護者が不安に感じる介護とし

て「認知症状への対応」が多く、認知症の人やその家族等が地域で安心して生活で

きる支援体制の整備・充実が必要です。 
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第３章 基本理念と施策の体系 

 

１. 亀岡市が目指す高齢社会像 
 

 

亀岡市では、第５次亀岡市総合計画において、高齢者施策の方向性を「高齢にな

っても誰もが住み慣れた地域でいきいきと自分らしく暮らし、社会の一員として地

域で貢献・活躍できるよう、生きがいづくりや社会参加を促進すること」と「地域

包括支援センターの機能強化やいきいきとした生活の基本となる健康づくりや介護

予防の充実、介護保険サービスの基盤整備、認知症対策を推進すること」としてい

ます。 

これらの方向性に基づき、計画期間中に団塊の世代が全て７５歳以上の後期高齢者

となる令和７（2025）年を迎えることを踏まえ、高齢者人口がピークを迎える令和

22（2040）年を見据えて高齢者施策を実施します。 

高齢者一人ひとりが、生きがいや役割を持ち、可能な限り住み慣れた地域で自分

らしく暮らすことができるまちを目指します。また、このようなまちに住む高齢者

の多くが「自分は健康である（主観的健康感）」と感じることを目指し、今後、高齢

化が進展しても主観的健康感の水準を維持します。 

さらに、高齢者だけでなく地域の誰もが、生活における楽しみや生きがいを見出

し、お互いに助け合いながら生きていく地域共生社会の実現につなげます。 

 

 

基本理念 

 

第９期計画においても、第８期計画の基本理念を継承し、総合計画における高齢

者福祉施策の実現を目指し、「住んでよかった亀岡、高齢になっても楽しい亀岡」を

本計画の基本理念として掲げます。 

 

  

住んでよかった亀岡、高齢になっても楽しい亀岡 
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２. 第９期計画の基本方針 
 

 

基本方針 

本計画は、計画期間中に団塊の世代が全て 75 歳以上となる令和７（2025）年を

迎えます。さらに団塊ジュニア世代が 65 歳以上となり、今後より一層の高齢化と

生産年齢人口の減少が見込まれる令和 22（2040）年を見据えて、高齢者施策の実

施と、中長期的な地域ごとの人口動態や、個人が抱える複合的かつ複雑な市民ニー

ズに応えることができるよう、包括的な支援体制をより強固にすることが求められ

ています。このような背景から、高齢者が可能な限り住み慣れた地域で、自分らし

い暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービ

ス提供体制である「地域包括ケアシステム」のさらなる深化・推進に取り組みます。 

第８期計画においては、高齢者の社会参加促進と日常生活上の支援体制の充実・

強化や、高齢者の保健事業と介護予防の一体的な実施の推進などに取り組んできま

した。 

第９期計画においては、第８期計画の取組を引き続き推進するとともに、社会構

造の変化や人々の暮らしの変化を踏まえ、制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」

「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、

人と資源が世代や分野を超え、つながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きが

い、地域をともに創る社会を目指します。 

また、認知症になっても住み慣れた地域で安心した暮らしを続けることができる

よう、地域への普及啓発活動や支援体制整備による認知症バリアフリーの促進、若

年性認知症の人への支援や、認知症の人の社会参加促進に努めます。 

災害時や感染症流行時には、円滑な対応・対策を行い、介護事業所等においては

サービスを継続できるよう、事業所における研修や訓練、必要な物資を得る手段の

整備、支援・応援体制の構築を推進します。さらに、介護人材を確保するため、職

場環境の改善や人材育成の支援、介護現場の生産性の向上に向けた ＩＣＴ※１の導入な

どの取組を総合的に実施します。 

 

※１ Information and Communication Technology の略。 

情報(information)や通信(communication)に関する技術の総称のこと。 

 

 

  

地域包括ケアシステムの深化・推進 
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令和 22（2040）年を見据えた地域共生社会の実現に向け、今後ますます複雑

化・複合化する地域住民のニーズに対応するため、地域づくりに向けた支援を一体

的かつ重層的に支援する「重層的支援体制」の構築を検討しながら、地域包括ケア

システムのさらなる深化・推進を図ります。 

地域ケア会議の充実や地域包括支援センターの機能強化（業務負担軽減と質の確

保）、元気高齢者の参入などによる生活支援サービスの充実、在宅医療・介護の連

携の推進、認知症施策推進大綱に基づく認知症の「予防」と「共生」を実現できる

社会基盤の整備を推進します。 

地域住民を地域づくりや日常生活の自立に向けた支援を担う主体として捉え、多

様な主体による介護予防や日常生活支援のサービスを総合的に実施できるよう、総

合事業の充実を推進します。 

 

 

健康でいきいきといつまでも暮らしていくためには、年齢にとらわれることな

く、生きがいや役割を持ち、自分らしい姿で暮らし、地域の人々と助け合い支え合

うことが重要です。 

高齢者が生きがいを感じ、社会を支える一員として活躍できるよう、高齢者の活

動支援や就労支援、健康づくりの推進、地域活動・地域交流の支援、生活空間のバ

リアフリー化や地域居住のための支援を含めた地域環境の整備とともに、総合事業

の充実、介護予防の取組を推進します。 

 

 

生活面に困難を抱える高齢者等への支援と住まいや生活環境の取組を一体的に

進めるなど、高齢者にとって生活機能が低下した場合にも、安全・安心で優しい居

住環境の整備を推進します。 

高齢者の権利擁護の促進として、高齢者虐待防止法に基づき、関係部署・機関等

との連携体制強化を図ります。 

また、高齢者への防犯や交通安全に対する普及啓発や災害時の支援体制の整備を

図ります。 

さらに、高齢者を地域で支える仕組みができるよう、ボランティア活動の推進や

市民団体の育成支援に取り組んでいきます。 

  

地域包括ケアシステムの強化 

 
基本目標１． 

住み慣れた地域で健康でいきいきと暮らせるまちづくり 基本目標２． 

高齢者の安全・安心な暮らしを支える体制づくり 基本目標３． 
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介護保険を必要とする人に過不足ない介護保険サービスが提供されるよう、事業

者、専門職が連携して支援できる体制整備を推進します。 

また、医療・介護双方のニーズを有する高齢者の増加を踏まえ、医療・介護を効

率的かつ効果的に提供する体制の確保と医療・介護の連携を強化します。 

介護保険の適正な利用に向けた普及啓発を行うとともに、適切な介護サービスが

提供できるよう、介護人材の確保や質の向上、業務の効率化に努めます。ケアプラ

ンチェックや請求内容の点検などを実施し、介護給付の適正化を推進します。 

また、介護予防の基本理念や保険者としての方針について、事業者、専門職など

に対して周知するとともに、介護者に対して介護知識・技術の習得支援や介護者同

士の交流の機会などを提供し、介護に疲弊してしまうことを防ぎます。 

介護職員の負担軽減、専門性を生かしながら働き続けられる環境づくりや、医療・

介護を担う人材が互いに連携しながら、いきいきと働いている姿を発信することに

より、介護人材の確保・育成を図ります。 

さらに、高齢者が災害や感染症の脅威に直面した場合にも安全を確保できるよ

う、関係機関と連携し対策を進め、介護施設・事業所における業務継続計画（BCP）

の徹底を推進します。 

 

 

 

  

介護保険をはじめとしたサービス基盤の整備 基本目標４． 
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３. 施策体系 
 

  
基本方針 基本目標 施策の方向 基本施策

① 総合相談支援の充実

② 介護予防ケアマネジメントの充実

③ 包括的・継続的なケアマネジメントの充実

④ 地域包括支援センター職員の質の向上と
　  負担軽減

⑤ 地域ケア会議の強化

(２) 生活支援体制整備の推進 ① 生活支援体制整備の推進

① 認知症への理解を深めるための知識の
　  普及啓発

② 認知症支援体制の整備と関係機関の連携

① 在宅医療・介護の連携の実態把握、
　  課題の検討、課題に応じた施策立案

② 地域の関係者との関係構築・人材育成

③ 在宅医療・介護の連携に向けた基盤強化

① 介護予防・日常生活支援サービス事業の
　  取組

② 一般介護予防事業の推進

① 健康づくり支援の充実

② 高齢者の保健事業と介護予防の
　  一体的な実施

① 活動機会の拡充

② 就労機会の拡大

① 高齢者虐待の防止

② 成年後見制度の利用促進

③ 福祉サービス利用援助事業の活用

④ 消費者被害対策の強化 

① 介護保険外入所施設・高齢者向け住宅の
　  充実

② 住宅のバリアフリー化 

③ 安全な住まい整備の支援 

④ 養護老人ホームへの入所措置

① 災害時における要支援者の
　  避難支援体制の整備

② 命のカプセル等の配付

③ 交通安全対策の充実

① ボランティア・ＮＰＯ活動の促進

② 市民活動団体・組織の育成・支援 

① 介護サービスの確保

② 人材確保及び質の向上

③ 介護給付の適正化の推進
    （介護給付適正化計画）

④ 防災・感染症対策の推進

① 高齢者福祉サービスの整備

② 高齢福祉サービスの周知活動の実施

基本目標１．地域包括ケ
アシステムの強化

(１) 相談体制・支援体制の強化
　   （地域包括支援センターの
　　   機能強化） 

(３) 認知症施策の推進

(４) 在宅医療・介護の連携推進

地
域
包
括
ケ
ア
シ
ス
テ
ム
の
深
化
・
推
進

基本目標４．介護保険を
はじめとしたサービス

基盤の整備 

(１) 介護保険サービス

(２) 高齢者福祉サービス

基本目標２．住み慣れた
地域で健康でいきいき
と暮らせるまちづくり 

(１) 介護予防・日常生活支援
　　  総合事業の推進

(２) 健康づくりの推進と
　　  介護予防の一体的な実施

(３) 高齢者の活動支援
　　  （生きがいづくり）

基本目標３．高齢者の安
全・安心な暮らしを支え

る体制づくり 

(１) 権利擁護の促進

(２) 住まいの整備

(３) 安全・安心な生活環境づくり

(４) 地域活動・地域交流の支援
　　  （地域福祉活動や
　　　  地域コミュニティの育成）


